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１ 本書は、史跡高松城跡桜御門復元整備工事に伴う史跡整備報告書である。 

 

２ 史跡整備地、期間及び整備面積は、次のとおりである。 

整備地   高松市玉藻町９６番 

工事期間 令和元年１２月２４日～令和４年６月２３日（復元整備工事） 

建築一式工事 （１）新築工事 木造２階建 延べ面積 57.84 ㎡ 

         （２）外構整備工事 一式 （３）電気設備工事 一式 

 

３ 工事監督は、高松市創造都市推進局文化財課 尾越智代美・高上拓・大嶋和則（～令和２年

度）・山本英之（令和３年度～）が担当した。 

 

４ 編集作業は高上が担当した。 

 

５ 第１章は大嶋が執筆し、第２章第４・８・９節及び第３章第３節は㈱文化財保存計画協会に、

第５章第２節は長崎総合科学大学（山田由香里氏、史跡高松城跡整備会議建造物整備部会委

員）に委託して発注した。また、第５章第１節には史跡高松城跡整備会議建造物整備部会委

員の三浦要一氏（高知県立大学）に寄稿いただいた。建築工事に関する図面の監修等を尾越

が補佐し、それ以外は高上が執筆した。 

 

６ 本書を刊行するにあたって、下記の関係諸機関から御教示及び御協力を得た。記して厚く謝

意を表すものである。 

臼杵市教育委員会 香川県教育委員会 香川県立ミュージアム 香川大学附属高松小学校

公益財団法人松平公益会 清水建設株式会社四国支店 玉藻公園管理事務所 奈良文化財

研究所  

 

７ 標高は東京湾平均海面高度を基準とし、図中方位は座標北を指す。なお、これらの数値は世

界測地系第Ⅳ系にしたがった。 

 

８ 工事は清水建設株式会社四国支店に、工事監理・実施設計業務委託は㈱文化財保存計画協会

にそれぞれ発注した。 

 

９ 上記で得られた全ての資料は高松市及び高松市教育委員会で保管している。 

 

 

例    言 
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1

第１章　事業の経緯と経過

第１節　桜御門の概要

　史跡高松城跡全体の地理的 ・ 歴史的環境については、 既に整理したことがある （高松市 ・ 高松市教育

委員会 2016 ・ 2021） ため、 本書では桜御門に対象を限定し、 その歴史的推移を確認しておきたい。

　桜御門は、 三の丸と桜の馬場を繋ぐ土橋の北側に設けられた門である。 『小神野筆帖』 には、 「桜御門　

一麻幕地白桜之紋紺ニテ付之　右ハ御在国年頭五節句幷御使者之節打也　一　同地紺桜ノ紋処白ニテ付　

右ハ朔日十五日廿八日御帰城年打」 とあり、 時節に沿って桜等の幔幕を架け替えたことが知られる。

　桜御門の建設年代を直接示す資料は今のところ見つかっていない。 絵図等の史料に残るなかで最も古い

ものでは、 寛永４ （1627） 年の 『寛永四年高松城図』 に門の表現がみられ、 石垣の開口部の上に載るよ

うに屋根が描かれていることから、 櫓門であったと考えられる。 また、 寛永年間 （1624 ～ 44 年） の絵図と

考えられる 『讃州高松城之図』 では、 桜御門に対して 「二間半五間」 という記述がみられることから、 梁

間五間、桁行二間半の建物であったと考えられる。 やや降る 『生駒家時代讃岐高松城屋敷割図』 にも 「門」

の記述が見える （図１－２）。 これらの史料から、 生駒期に既に桜御門の位置に門が整備されていたことは

確実である。 松平賴重入部から間もない１６４０年代の景観を描いたとされる 『高松城下図屏風』 （図１－３）

では、 桜御門は櫓門として描かれており、 入母屋造瓦葺で、 上半を塗籠、 下半を下見板張としている。 注

目すべきは、 北から南に向かって門を通過し、 桜御門の南側に位置する対面所に入っていくように見える

史跡高松城跡の範囲
名勝披雲閣庭園の範囲

0 100m

披雲閣（重文）

月見櫓（重文）

渡櫓（重文）

水手御門（重文）

艮櫓（重文）

事業対象地

図１－ 1  指定文化財の範囲と事業対象地位置
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図１－ 2  生駒家時代讃岐高松城屋敷割図 （高松市歴史資料館所蔵）の一部

図１－ 3  高松城下図屏風（香川県立ミュージアム所蔵）の一部

図１－ 4  旧高松御城全図  （香川県立ミュージアム

所蔵）の一部

図１－ 5  桜御門古写真（高松市歴史資料館所蔵）



3

人物が描かれる点である。 この表現からは、 北面が正面であった可能性が考えられる。 この想定は、 『小

神野夜話』 に 「東勝手の者ともは、 桜御門南向に出入致候」 とあることからも裏付けられる。

　石垣解体修理工事 （高松市ほか 2022） からは、石垣が複数回の改修を受けていることが明らかになった。

特に東半で改修の痕跡が多く認められるが、 門の基礎である石垣を改修するということは、 畢竟その上部構

造である門そのものにも建替え等の大きな改変が生じた可能性が高い。 歴史的事象として想定される改修

の契機としては、寛文 11 （1671） 年から始まった松平賴重・賴常による高松城の大改修や、元禄 13 （1700）

年の披雲閣の築造と、 それに伴う桜御門の御殿正門としての性格の付与などが考えられる。

　桜御門は近代に入っても破却されず遺存した数少ない城郭建造物である。 古写真等を見ると、 ランプが

付設されるなど、近代的な付属品が付け加えられていること等が分かる。 昭和 19 （1944） 年２月 28 日には、

他の遺存する城郭建造物とともに国宝に指定されることが内定していたが、 翌 20 年７月４日の高松空襲によ

り焼失したため、 国宝指定は実現しなかった。 なお、 被災を免れた月見櫓や艮櫓等は国宝指定され、 現

在重要文化財として引き継がれている。

　桜御門については、 比較的近年まで現存したこともあり、 古写真等の記録が城内の歴史的建造物の中で

最も豊富である。 また、 門は焼失したものの、 礎石等の遺構が良好に遺存し、 礎石に柱痕が残る等、 各

種痕跡が確認できる。 これらの根拠を基に復元整備工事を実施したが、 桜御門の規模 ・ 構造の概要のみ

記述すると以下のとおりである。

形式 ：櫓門　規模 ： （一階） 主柱間　２間　　脇幅 ： １間　　奥行 ： ３間

構造 ：木造入母屋造本瓦葺二階建

第２節　復元整備事業に至る経緯と経過

　本市では、平成８年３月に『史跡高松城跡保存整備基本計画』（以下「整備基本計画」）を策定し、

1段階概ね 20年を想定し 1段階から 3段階の整備計画を立て、その計画に基づき、整備を進めている。

第１段階の整備事業として、桜御門復元整備を位置付けていたが、まずは危険度の高い石垣の解体

修理などから整備を進めていた。15 年に天守復元について文化庁と協議する中で、専門家を委員と

する委員会に諮ったものは前向きに考えるという考えが示され、16年に史跡高松城跡整備委員会（現：

史跡高松城跡整備会議整備部会）を設置し、その後、その下部組織として史跡高松城跡建造物検討

委員会（現：同会議建造物整備部会）、史跡高松城跡石垣検討委員会（現：同会議石垣整備部会）を

設置した。史跡高松城跡建造物検討委員会では、天守より資料が多く残る桜御門の復元整備が先と

いう認識が示された。

　高松城跡では昭和 59 年に天守の資料調査が行われていたものの、城跡全体の資料調査は行われて

おらず、復元整備等を行うにも、資料調査が不可欠であった。このため、平成 17 年度から 19 年度

にかけて資料調査を実施した。それら資料を基に 20 年度には高松城桜御門基本構想・基本計画策定

業務を委託発注し、復元整備基本計画を策定した。

　また、資料収集を行ったことで高松城跡の内容をより把握できたことに加え、整備基本計画策定

時から周辺の都市計画などの変化により環境が大きく変化していることから、23 年 3 月に整備基本

計画の改定を行い、改めて整備の段階を整理した。桜御門復元は資料が豊富なこと、御殿である披

雲閣の正門に当たる桜御門の復元整備を行うことにより、大手の旭門から入り、櫓門をくぐり、御

殿へ進むという城の動線が再現でき、往時の景観を再現する上からも復元の意義は大きいことなど

から、第 1段階の整備の中でも第一に取組むものと位置づけた。

　桜御門復元に向け、24 年度に桜御門復元整備工事基本設計業務を委託発注した。発注に際しては、
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重要文化財建造物の修理設計や史跡における歴史的建造物の復元設計の経験を有する業者などを選

定し、史跡高松城跡建造物検討委員会の委員を審査員としてプロポーザル方式で業者決定を行った。

また、史跡内での歴史的建造物の復元に際しては、文化庁の史跡等における歴史的建造物等の復元

の取扱いに関する専門委員会（以下：復元検討委員会）での審議を経ることが前提であることから、

設計開始当初から文化庁と協議を進めていった。

　25 年 3 月には復元検討委員会において、門の復元については概ね問題はないが、細部の詳細につ

いて協議が必要なこと、石垣・遺構の保存と門復元との整合性の観点から、実現可能な工法につい

ての提示が求められるほか、27 年度に予定していた石垣修理及び発掘調査について復元建築を設置

する可否について早めに検討できるよう前倒して実施したほうが良いなどの意見があった。これら

の課題について、文化庁と協議しながら、基本設計業務を 25 年度に繰越して実施した。第 2 回の審

議では、新出資料（古写真）の検討による細部の検討を報告するとともに、遺構面の保護に関して

審議いただいた。また、第 1 回の意見を基に、27 年度に開始予定であった石垣解体修理を 26 年度

に前倒しし、西側石垣の解体を行い、内部構造を把握するとともに、空襲等で破損した石材の健全性、

平板載荷試験やボーリング調査による周辺地盤の強度、円弧スベリなどの検討による石垣の構造上

の安定性、門荷重の積載による石垣や礎石の健全性の検討を行い、27年３月の第3回で審議を終えた。

　その後、27 年度においては門東側石垣の解体、28 年度には両側の石垣の積み直しを行い、石垣解

体修理を終えた。

　一方で、門の復元に際し建築基準法を順守するとなれば、遺構の保護が不可能となるため、他都

市の事例等も参考にしながら、本市建築指導課と建築基準法の適用除外について協議を重ねた。建

築基準法第 3 条第 1 項第 3 号の「その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のた

めの措置が講じられている建築物（保存建築物）」に該当するよう、条例整備等も検討したが、国土

交通省などとの協議の結果、「存しない」建物に条例を適用することは難しいとの見解であった。こ

のため、国宝に指定されることが決定していた事実を踏まえ、28 年 3 月開催の高松市文化財保護審

議会において、「高松城桜御門については、高松市指定文化財と同等以上の価値があったと認めるこ

とが適当である」との答申を得て、建築基準法第 3 条第 1 項第 3 号の「文化財保護法第 182 条第 2

項の条例（高松市文化財保護条例）」で定められた保存建築物とすることの了承を頂いた。その後、

同年 4 月の高松市建築審査会においても第 3 号を準用した保存建築物として指定することの同意を

得て、さらに 6 月の審査会で第 4 号の「その原形の再現がやむを得ないと認めたもの」の同意を得

ることで建築基準法の適用除外を受けた。これらの事務手続きが完了した上で、28 年度において実

施設計ついて委託発注を行い、29 ～ 31 年度の 3か年で復元整備工事を行うこととした。

　29 年 3 月 13 日付けで復元整備工事に関する史跡高松城跡及び名勝披雲閣庭園の現状変更申請書

を提出し、6 月 16 日付けで文化庁から桜御門北東側に設置する仮設階段を木製にするよう条件が付

されて許可を得た。

　復元整備工事については、国・地方公共団体の発注機関の発注した工事のうち、国指定史跡内に

おける建造物の復元整備工事又は国指定重要文化財（建造物）の修理工事で、請負金額が設計費用

の半分以上の元請け施工実績があることを条件とし、29 年 7 月に入札後審査型一般競争方式の入札

を行い、落札者が決定し仮契約を締結した。本市議会 9 月議会において契約議案の承認を頂き、本

契約を締結する予定であったが、仮契約業者が他事業での不正事件で捜索を受けたことから、9 月

議会では承認を得られず、継続審査となった。その後、同社の不正が確定し、10 月 19 日に指名停
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表１－ 1  事業略工程

止を受けたことから仮契約を解除し、12 月議会において議案を撤回した。30 年 1 月には再入札を行

い、新たな落札業者と仮契約を締結し、3 月議会での承認を予定していたが、同社も 29 年 12 月に

不正受注事件で捜索を受けたことから、仮契約を解除し、3 月議会で契約議案を撤回した。さらに、

7 月に 3 度目の入札を行い、落札業者と仮契約を締結したが、7 月に起こった事故で捜索を受け、9

月議会では契約議案について継続審査となった。その後、29年 10月の事故でも捜索が行われるなど、

関係機関の対応を見守る必要があることから、12 月議会でも継続審査となった。これら事故での入

札停止処分はなかったものの、31年 3月議会において議案は否決され、契約に至らなかった。改めて、

令和元年 10 月に 4 回目の入札を行い、落札業者が決定し、12 月議会において契約議案が承認され、

12 月 19 日に契約を締結し、復元整備工事に着手した。

　工事着手後、新型コロナウイルス感染症の影響で工程に遅れが生じ、最終的に工期を令和４年６

月まで延期し、同月にしゅん工した。しゅん工後、７月 16 日に開門式典を執り行い、一般に公開し

ている。

【参考文献】

高松市 ・高松市教委 2013 『史跡高松城跡 （天守台） －石垣解体 ・修理編－』

高松市 ・高松市教委 2016 『史跡高松城跡 （地久櫓台石垣整備）』

高松市 ・高松市教委 2022 『史跡高松城跡 （桜御門石垣整備）』

改訂

発掘 発掘調査

安定性調査 地盤調査・石垣強度調査

基本設計 復元計画・復元図作成

石垣解体修理設計

門復元設計

石垣解体修理

門復元

解体

積直し

測量調査

門復元工事 復元・防災・修景整備

建造物整備部会 12・13回 14・15回 17回 18・19回 20回 25回

石垣整備部会 23・24回 25・26回 28回

復元検討委員会

建築基準法適用除外
史跡・名勝の現状変更
石垣整備報告書
建造物整備報告書

※委員会等協議は桜御門関係の議題を扱った回のみ

1回 2・3回

R３年度 R４年度

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

R元年度H30年度 R２年度H28年度

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

H22年度

2010年度

H20年度 H21年度

2008年度 2009年度

H29年度H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
細目

委員会等協議

許認可等

計画
桜御門復元整備基本計画

史跡高松城跡整備基本計画

その他

復元
工事

整備報告書

設計
監理

施工監理

実施設計

石垣修理工事

区分 項目

16回
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第２章　復元事業の検討過程

　本章では、第１章で報告した事業の経過に沿って、検討の各段階での作成資料を順に報告する。

なお、基本設計、実施設計、工事施工中の検討については、工事完了後に新たに整理しなおして原

稿執筆を行っている。このため、一部記述の時系列が前後する箇所がある。

第１節　業務の発注状況

　●業務名：高松城桜御門基本構想・基本計画策定業務

　　期　間：平成 20 年９月 26 日～ 21 年３月 27 日　　

　　受注者：(株 )空間文化開発機構　　　受注金額（最終）：1,564,500 円

　●業務名：史跡高松城跡桜御門復元整備基本設計業務委託

　　期　間：平成 24 年 11 月 26 日～ 25 年３月 22 日

　　受注者：(株 )文化財保存計画協会　　受注金額（最終）：14,700,000 円

　●業務名：史跡高松城跡桜御門復元整備基本設計追加資料作成業務委託

　　期　間：平成 26 年７月 24 日～平成 27 年３月 31 日

　　受注者：(株 )文化財保存計画協会　　受注金額（最終）：1,112,400 円

　●業務名：史跡高松城跡桜御門建築基準法関連申請書類資料作製業務委託

　　期　間：平成 27 年４月 15 日～ 27 年８月 31 日

　　受注者：(株 )文化財保存計画協会　　受注金額（最終）：2,759,400 円

　●業務名：史跡高松城跡桜御門復元整備工事実施設計業務委託

　　期　間：平成 28 年８月 24 日～平成 29 年３月 24 日

　　受注者：(株 )文化財保存計画協会　　受注金額（最終）：17,820,000 円

　●業務名：史跡高松城跡桜御門木製階段実施設計業務委託

　　期　間：平成 30 年２月 15 日～平成 30 年３月 23 日

　　受注者：(株 )文化財保存計画協会　受注金額（最終）：853,200 円

　

第２節　史跡高松城跡整備会議

　整備事業の推進にあたり、史跡高松城跡整備会議に意見を聴取しており、特に桜御門復元整備に

関しては建造物整備部会で議論を行った。また、修理した石垣上に建造物を復元することとなるため、

平成 28 年度の第 18 回建造物整備部会と第 28 回石垣整備部会は合同部会として開催し、石垣と建造

物双方の観点から事業の適切性について議論した。事業の進捗と会議の開催状況は表１－１のとお

り。各回の委員からの意見を以下に整理する。

第１項　建造物整備部会

　第 12 回会議 (H23.10.4)

　（事務局） �桜御門復元整備に向けて、 発掘調査開始等概略スケジュールを提案した。 　　

　第 13 回会議 (H24.1.31)

　（事務局） �桜御門天端石垣の発掘調査成果を委員に解説した。 　

　第 14 回会議 (H24.10.30)

　（事務局） �桜御門復元整備基本設計業務委託の発注にあたり、 プロポーザルに関して技術提案書提出

者のヒアリングを会議中で行った。 　

　第 15 回会議 (H25.2.28)

　（事務局）桜御門復元整備基本設計の作成途中資料を提示し内容について説明した。　
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　（委　員）�石垣高さや焼損箇所など提示する情報が多く交錯するため、わかりやすい図示を心がけ

ること。

　（委　員）絵図に描かれた姿について、不明瞭なものも多いが説明はできるよう準備すること。

　（委　員）�説明資料の中で、議論の前提となる条件や資料の出典などを明記し、わかりやすい表現

に努めること。

（委　員）�桜御門の写真について、奈良文化財研究所が鮮明なものを持っていると思うので、問い

合わせること。→後日入手した。

（委　員）礎石、石垣の強度や建物の耐震性の問題など、表現の方法を再検討すること。

（委　員）聞き取り調査の結果も根拠表に表現すること。

　第 16 回会議 (H25.6.10)

　（事務局） 復元検討委員会に提出する予定の資料を説明した。

史跡高松城跡整備会議整備部会委員名簿

氏    名 所          　属 備考

会 長 渡 邉 定 夫 東京大学名誉教授 ～R2.1

会 長 尼 﨑 博 正 京都芸術大学環境デザイン学科教授

委 員 吉 田 重 幸 元香川大学農学部教授 ～R2.1

委 員 木 原 溥 幸 元香川大学教育学部教授 ～R2.1

委 員 五 味 盛 重 元㈶文化財建造物保存技術協会参与 ～R2.1

委 員 西 和 夫 神奈川大学工学研究所客員教授 ～H27.1

委 員 谷 直 樹 大阪市立大学名誉教授 H27.1～

委 員 胡 光 愛媛大学法文学部人文学科教授 R2.1～

委 員 西 村 幸 夫 國學院大學新学部設置準備室長・教授 R2.1～

委 員 吉 田 ゆ り 子 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授 R2.1～

委 員 乗 岡 実 丸亀市教育委員会 R2.1～

史跡高松城跡整備会議石垣整備部会委員名簿

氏    名 所          　属 備考

部 会 長 内田 九州男 元愛媛大学法文学部教授 ～H30.1

部 会 長 胡 光 愛媛大学法文学部人文学科教授 H30.1～

委 員 五 味 盛 重 元㈶文化財建造物保存技術協会参与 ～H30.1

委 員 西 田 一 彦 関西大学名誉教授 ～H30.1

委 員 北 野 博 司 東北芸術工科大学歴史遺産学科教授 H30.1～

委 員 山 中 稔 香川大学創造工学部教授 H30.1～

史跡高松城跡整備会議建造物整備部会委員名簿

氏    名 所          　属 備考

部 会 長 西 和 夫 神奈川大学工学研究所客員教授 ～H27.1

部 会 長 谷 直 樹 大阪市立大学名誉教授

委 員 増 井 正 哉 大阪くらしの今昔館館長

委 員 三 浦 要 一 高知県立大学文化学部教授

委 員 山田 由香里 長崎総合科学大学工学部教授

委 員 宮 本 慎 宏 香川大学創造工学部准教授 H27.1～

表２－ 1� 史跡高松城跡整備会議委員名簿
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（委　員） 文化庁の復元整備の基準を一つずつクリアしながら案出すること。

（委　員） 復元後の活用について、内部を展示などで公開するのであれば、その方法についても市

民からみて魅力的なものにすること。

（委員） 陳列館での展示も、復元模型の作成など、分かりやすいものの作成と展示をしてはいかがか。

　（委員） 復元案について、高松市としての方針を明らかにした上で、説明資料の体裁を工夫すること。

特に記載する内容や提示の仕方に工夫が必要。

　第 17 回会議 (H28.2.24）

　（事務局）桜御門の復元にあたり、消火・防災設備の計画及び構造計算による復元建造物の安定性

と最低限の補強方法について、方針と工法を提案した。

　（委員）礎石をそのまま用いて復元するということなので、事前に十分な記録を作成すること。

　（委員）修理した石垣にも相応の荷重をかける設計になっているが、石垣の安定性については若干

の不安も残る。安全性や荷重の分散について石垣整備会議と調整を図りながら議論を進めたい

　⇒（事務局）現在石垣整備会議の意見を踏まえながら、石垣の耐久試験を実施しており、石垣の

安全性の検証に努めている。現在実施中であるため、結果が見通せた段階で、当会議において

も報告する。

　（委員）石垣の補強は行わないのか。

　⇒（事務局）石垣は解体前まで現存していた遺構であり、石垣修理の方針としてできる限り伝統

工法を用いて旧状を保てるよう修理してきた経緯がある。施工方法の工夫や最低限度の石の交

換などで安全性は向上しており、さらに石垣耐久試験で検証中である。その結果を受けて補強

の方針を定める。

　（委員）公開の方法と、来場者への説明について、工法の選択などわかりやすく興味を引く方法を

検討する必要がある。

　第 18 回会議（兼第 28 回石垣整備会議）（H28.9.12）　

　（事務局）石垣修理工事に際してこれまでに実施してきた強度試験等の経緯と結果、今後の留意事

項について報告した。

　（委員）修理後の石垣の安定性については、検証の結果、当初目指した程度に頑強なものであると

考えられる。

　第 19 回会議（H29.2.10）

　（事務局）実施設計に向けて、細かな仕様等について提案した。内容は①材種の選定、②木部の塗

装、③公開用昇降路の整備、④展示計画、⑤屋外案内解説板の整備、⑥幔幕の整備である。

　（委員）①・②については概ね異論なし。

　（委員）③について、一部木材を用いる案となっているが、復元した建物と、新設の施設が見た目

で区別できるよう、また城内の他の施設（天守台上観覧台）と類似の仕様（ステンレス製）と

する方が望ましいのではないか。

　（委員）③について、バリアフリーの観点での整備はどうするか。

　⇒（事務局）天守台の見学デッキの際にも検討したが、バリアフリーに対応した階段を整備する

ためには大がかりな階段が必要となり、地下遺構への影響も大きくなる。また、階段設置予定

地は名勝披雲閣庭園の内部で、主たる構成要素である松も生えており除却は困難である。さら

に桜御門内部は日時限定での公開を予定しており、常時公開ではないことも勘案し、新設階段

を提案する。
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　⇒（委員）承知した。協議したことを報告書等に記録すること。

　（委員）④について、何を見せるかの議論が必要であるが、完成した建物内部の、天井の構造が見

えるように照明を調整してはいかがか。

　（委員）⑤について、城内の既存のものとサイズ・仕様が異なるため、統一してはいかがか。

　（委員）⑥について、櫓門の類例は無いようであるが、寺社等の類例を探して参考にしてはいかがか。

　第 20 回（平成 29 年度第１回）会議（H30.2.6）

　（事務局）桜御門復元整備工事について、現在、契約事務中である。なお、階段については、現状

変更の許可条件としてステンレス製階段でなく、木製階段への変更を検討することという条件

が付されたため、階段部分については再度設計を行う予定である。

　（委員）承知した。

　第 25 回会議（R3.3.10）

　桜御門復元整備工事の進捗状況の現地視察を行った。

第２項　石垣整備部会

　桜御門石垣修理に関する協議は （高松市ほか 2022） にまとめた。 建造物整備部会との合同会議を平

成 28 年９月に開催した。 内容は第１項に記載のとおり。

参考文献

高松市 ・高松市教育委員会 2022 『史跡高松城跡 （桜御門石垣整備）』
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開
城

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。

-
2

-

３
）

明
治

時
代

以
降

明
治

２
年

(
1
8
6
9
)
の

版
籍

奉
還

後
、
旧

城
郭

は
、
兵

部
省

の
所

管
と

な
り

、
諸

櫓
お

よ
び

門
、
塀

と
い

っ
た

城
郭

建
造

物
は

、

老
朽

化
を

理
由

に
そ

の
ほ

と
ん

ど
が

取
り

壊
さ

れ
、

明
治

1
7
年

(
1
8
8
4
)
に

は
天

守
も

取
り

壊
し

と
な

っ
た

。

そ
の

後
、

明
治

2
3
年

(
1
8
9
0
)
松

平
家

に
払

下
げ

と
な

り
、

天
守

台
に

は
松

平
家

の
玉

藻
廟

が
建

設
さ

れ
、

三
の

丸
に

は
大

正

６
年

(
1
9
1
7
)
に

新
し

い
披

雲
閣

が
建

設
さ

れ
、

ま
た

内
苑

が
造

成
さ

れ
た

。
昭

和
2
0
年

(
1
9
4
5
)
に

は
松

平
家

か
ら

財
団

法
人

松

平
公

益
会

に
寄

付
さ

れ
た

が
、

同
年

に
進

駐
軍

に
接

収
さ

れ
、

昭
和

2
8
年

(
1
9
5
3
)
に

解
除

と
な

っ
た

。
こ

の
間

、
城

内
の

月
見

櫓
、

渡
櫓

、
水

手
御

門
、

艮
櫓

が
昭

和
2
2
年

に
旧

国
宝

の
指

定
を

受
け

る
。

な
お

、
こ

れ
ら

３
棟

の
櫓

と
水

手
御

門
と

合
わ

せ

て
桜

御
門

も
旧

国
宝

の
指

定
を

受
け

る
予

定
で

あ
っ

た
が

、
桜

御
門

は
、

昭
和

2
0
年

７
月

の
高

松
空

襲
に

よ
り

焼
失

し
た

。

昭
和

2
9
年

(
1
9
5
4
)
高

松
城

跡
は

高
松

市
へ

と
譲

渡
さ

れ
、

翌
3
0
年

に
玉

藻
公

園
と

し
て

一
般

公
開

さ
れ

た
。

ま
た

、
同

3
0
年

に
文

化
財

保
護

法
に

よ
り

史
跡

指
定

さ
れ

、
現

存
し

て
い

る
櫓

の
修

築
や

堀
の

浚
渫

、
石

垣
の

修
理

等
そ

の
遺

構
保

護
が

図
ら

れ
現

在
に

至
っ

て
い

る
。

ま
た

、
艮

櫓
跡

を
含

む
東

の
丸

跡
の

石
垣

は
、

昭
和

5
9
年

(
1
9
8
4
)
に

史
跡

追
加

指
定

と
な

っ
た

。

な
お

、
史

跡
指

定
外

の
東

の
丸

跡
、

西
の

丸
跡

、
外

曲
輪

は
市

街
化

が
進

み
公

共
施

設
や

業
務

施
設

等
の

用
地

と
な

り
、

か

つ
て

の
面

影
は

街
路

割
等

に
僅

か
に

残
る

程
度

で
あ

る
。

北
側

の
か

つ
て

の
海

岸
部

も
埋

立
て

ら
れ

道
路

、
港

湾
施

設
用

地
と

な
り

海
城

と
し

て
の

姿
は

失
わ

れ
て

い
る

。

図
－

２
生

駒
時

代
の

高
松

城
（
『

生
駒

家
時

代
讃

岐
高

松
城

屋
敷

割
図

』
1
6
3
8
～

3
9
年

(
高

松
市

歴
史

資
料

館
蔵

）
）

図
－

３
松
平
時

代
の
高

松
城
『

高
松
城

内
図

』
(鎌

田
共
済

会
郷

土
博
物

館
蔵
)

図
－

４
大

正
期

の
高

松
城

（
『

大
正

1
0
年

高
松

市
街

地
図

』
(
高

松
市

歴
史

資
料

館
蔵

)
)

図２－ 1� 桜御門復元整備基本計画　説明資料①

-
3

-

表
－

１
高

松
城

築
城

・
改

修
等

履
歴

一
覧

(
１

)
表

－
１

高
松

城
築

城
・

改
修

等
履

歴
一

覧
(
２

)

-
4

-

③
歴

史
的

建
造

物

１
）

城
郭

建
造

物

か
つ

て
高

松
城

内
に

は
天

守
を

は
じ

め
隅

櫓
や

多
聞

櫓
塀

等
、

さ
ま

ざ
ま

な
城

郭
建

造
物

が
建

て
ら

れ
て

い
た

が
、

明
治

時

代
以

降
、

老
朽

化
等

を
理

由
に

そ
の

多
く

が
取

り
壊

さ
れ

、
現

存
し

て
い

る
の

は
、

昭
和

2
2
年

(
1
9
4
7
)
旧

国
宝

（
昭

和
2
5
年

に

重
要

文
化

財
）

に
指

定
さ

れ
た

月
見

櫓
、

渡
櫓

、
水

手
御

門
、

艮
櫓

の
諸

櫓
、

二
の

丸
跡

と
本

丸
を

結
ぶ

鞘
橋

、
東

入
口

に
位

置
す

る
旭

門
や

大
正

６
年

(
1
9
1
7
)
に

建
て

ら
れ

た
披

雲
閣

な
ど

と
な

っ
て

い
る

。
こ

れ
ら

現
存

し
て

い
る

城
郭

建
造

物
の

概
要

は
、

以
下

の
よ

う
に

な
っ

て
い

る
。

曲
輪

名
称

名
称

規
模

等
構

造
概

要

本
丸

跡
鞘

橋
一

重
切

妻
造

銅
板

葺
昭

和
4
6
年

解
体

修
理

復
元

北
の

丸
跡

月
見

櫓
三

重
三

階
入

母
屋

造
本

瓦
葺

延
宝

４
年

(
1
6
7
6
)
建

築
、

昭
和

3
2
年

に
解

体
修

理

続
櫓

一
重

一
階

入
母

屋
造

本
瓦

葺
延

宝
４

年
(
1
6
7
6
)
建

築
、

昭
和

3
2
年

に
解

体
修

理

渡
櫓

一
重

一
階

入
母

屋
造

本
瓦

葺
延

宝
４

年
(
1
6
7
6
)
建

築
、

昭
和

3
2
年

に
解

体
修

理

水
手

御
門

一
戸

門
切

妻
造

本
瓦

葺
延

宝
４

年
(
1
6
7
6
)
建

築
、

昭
和

3
2
年

に
解

体
修

理

三
の

丸
跡

披
雲

閣
平

屋
一

部
木

造
本

瓦
葺

大
正

３
～

６
年

(
1
9
1
4
～

1
9
1
7
)
に

建
設

二
階

建
高

松
松

平
家

第
1
2
代

当
主

賴
壽

の
別

邸

水
門

石
造

(
ス

ル
ー

ゲ
ー

ト
)

明
治

初
期

の
埋

め
立

て
時

に
設

置

桜
の

馬
場

艮
櫓

三
重

三
階

入
母

屋
造

本
瓦

葺
延

宝
５

年
に

(
1
6
7
7
)
に

建
築

、
昭

和
4
2
年

に
東

の
丸

跡
よ

り
現

位
置

(
太

鼓
櫓

跡
)
に

移
設

旭
門

高
麗

門
寛

文
1
1
年

(
1
6
7
1
)
頃

建
築

旭
橋

木
橋

明
治

4
5
年

(
1
9
1
2
)
に

石
橋

に
改

修

埋
門

石
垣

を
ト
ン

ネ
ル
状

に
構

築
扉

は
な

く
門

柱
の

み
残

る

表
－

２
現

存
す

る
歴

史
的

建
造

物

一
方

、
消

失
さ

れ
た

歴
史

的
建

造
物

は
以

下
の

よ
う

に
な

っ
て

い
る

。

曲
輪

名
称

名
称

本
丸

跡
御

殿
、

天
守

、
地

久
櫓

、
矩

櫓
、

中
櫓

、
中

川
櫓

、
多

聞
櫓

、
玉

藻
廟

二
の

丸
跡

御
殿

、
文

櫓
、

弼
櫓

、
簾

櫓
、

武
櫓

、
黒

櫓
、

鉄
門

、
多

聞
櫓

、
多

聞
塀

三
の

丸
跡

披
雲

閣
(
旧

)
、

龍
櫓

、
桜

御
門

、
多

聞
櫓

、
多

聞
塀

北
の

丸
跡

多
聞

櫓
、

鹿
櫓

、
黒

門

東
の

丸
跡

巽
櫓

、
作

事
舎

、
多

聞
塀

、
倉

庫

桜
の

馬
場

跡
太

鼓
櫓

、
古

太
鼓

御
門

、
古

太
鼓

門
櫓

、
西

新
門

櫓
、

烏
櫓

、
多

聞
塀

、
対

面
所

、
旧

大
手

橋
、

旧
旭

橋

西
の

丸
跡

虎
櫓

、
多

聞
塀

表
－

３
消

失
し

た
歴

史
的

建
造

物

写
真

－
１

月
見

櫓

写
真

－
２

艮
櫓

(
太

鼓
櫓

)

写
真

－
３

水
手

御
門

写
真

－
４

渡
櫓

図
－

５
歴

史
的

建
造

物
配

置
図

第３節　高松城桜御門基本構想・基本計画策定業務

　委託業務で作成した資料を掲載する（図２－１～６）。主な内容は概要の整理、規模・構造の整理、

石垣の現況、復元計画の提示である。
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(
２

)
桜

御
門

の
概

要

①
沿

革

桜
御

門
の

建
造

時
期

を
示

す
史

料
は

無
い

が
、

寛
永

1
9
年

(
1
6
4
2
)
に

高
松

藩
の

藩
主

と
な

っ
た

松
平

賴
重

は
入

城
後

、
生

駒

氏
創

建
の

天
守

を
解

体
し

、
寛

文
1
0
年

(
1
6
7
0
)
に

は
、

三
重

四
階

、
地

下
一

階
の

天
守

を
完

成
さ

せ
た

。
翌

寛
文

1
1
年

か
ら

は

新
し

い
曲

輪
を

設
け

る
な

ど
高

松
城

の
大

改
修

を
行

い
、

三
の

丸
に

隣
接

し
て

北
の

丸
や

東
の

丸
を

新
造

し
た

。
こ

の
寛

文
1
1

年
の

大
改

修
前

の
高

松
城

下
を

描
い

た
『

高
松

城
下

図
屏

風
』

(
香

川
県

立
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
蔵

)
(
図

－
６

参
照

)
に

は
、

既
に

桜

の
馬

場
か

ら
三

の
丸

に
通

じ
る

現
在

の
桜

御
門

跡
に

、
既

に
門

が
描

か
れ

て
お

り
、

生
駒

氏
の

時
代

に
既

に
門

が
建

て
ら

れ
て

い
た

こ
と

が
伺

え
る

。
し

か
し

、
こ

の
屏

風
に

は
、

高
松

藩
の

政
庁

と
藩

主
住

居
を

兼
ね

た
と

い
わ

れ
る

披
雲

閣
（

三
の

丸
御

殿
）

が
描

か
れ

て
い

な
い

た
め

、
こ

の
門

は
、

披
雲

閣
が

建
設

さ
れ

た
と

さ
れ

る
寛

文
1
1
年

以
降

に
披

雲
閣

の
建

設
に

合
わ

せ

て
、

改
修

も
し

く
は

新
築

さ
れ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

こ
と

は
延

宝
５

年
(
1
6
7
7
)
以

降
に

描
か

れ
た

『
旧

高
松

御
城

全
図

』

(
香

川
県

立
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
蔵

)
(
図

－
７

参
照

)
に

は
、

披
雲

閣
と

と
も

に
桜

御
門

と
明

記
さ

れ
た

門
が

描
か

れ
て

い
る

こ
と

で

も
わ

か
る

。

三
の

丸
の

北
方

や
東

方
に

北
の

丸
や

東
の

丸
が

描
か

れ
て

い
な

い
。

ま
た

披
雲

閣
も

描
か

れ
て

い
な

い
。

図
－

６
『

高
松

城
下

図
屏

風
』

(
香

川
県

立
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
蔵

)

松
平

時
代

(
新

郭
築

造
(
1
6
7
7
年

)
以

降
)
の

高
松

城

そ
の

後
の

桜
御

門
に

つ
い

て
も

改
修

等
に

係
る

史
料

は
見

つ
か

っ
て

い
な

い
。

幕
末

の
慶

応
2
年

(
1
8
6
6
)
に

描
か

れ
た

『
高

松
城

古
図

』
(
松

岡
弘

泰
氏

蔵
)
(
図

－
８

参
照

)
に

は
桜

御
門

の
両

脇
に

多
聞

櫓
が

描
か

れ
て

い
る

が
、

大
正

か
ら

昭
和

初
期

に

撮
影

さ
れ

た
写

真
で

は
な

く
な

っ
て

い
る

。
ま

た
桜

御
門

の
両

脇
の

石
垣

の
改

修
跡

が
比

較
的

新
し

い
時

期
の

も
の

で
あ

る
こ

と
や

、
桜

御
門

跡
の

石
張

の
意

匠
が

大
正

６
年

(
1
9
1
7
)
に

建
て

ら
れ

た
披

雲
閣

の
正

面
玄

関
の

石
張

と
似

て
い

る
点

な
ど

か
ら

桜
御

門
は

、
明

治
以

降
に

改
修

さ
れ

た
可

能
性

は
高

い
と

考
え

ら
れ

る
。

松
平

時
代

(
幕

末
1
8
6
6
年

)
の

高
松

城
桜

御
門

の
両

脇
に

多
聞

櫓
が

描
か

れ
て

い
る

。

図
－

８
『

高
松

城
古

図
』

(
松

岡
弘

泰
氏

蔵
)

図
－

７
『

旧
高

松
御

城
全

図
』

(
香

川
県

立
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
蔵

)

-
6

-

②
桜

御
門

の
規

模
・

構
造

等

高
松

城
の

縄
張

は
、

本
丸

・
二

の
丸

・
三

の
丸

の
城

郭
中

心
部

を
北

方
は

海
で

、
西

側
、

南
側

、
東

側
は

、
内

堀
を

は
さ

ん

で
西

の
丸

、
桜

の
馬

場
、

東
の

丸
で

囲
み

、
三

の
丸

の
北

東
部

に
は

北
の

丸
を

配
し

、
さ

ら
に

北
側

を
除

く
三

方
に

は
中

堀
、

外
堀

を
配

し
て

い
る

。
桜

の
馬

場
の

東
端

に
は

大
手

口
で

あ
る

太
鼓

門
の

桝
形

が
あ

り
、

桝
形

内
に

は
埋

門
が

開
か

れ
、

軍
事

上
の

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

大
手

口
で

あ
る

桜
の

馬
場

か
ら

三
の

丸
へ

入
る

門
が

桜
御

門
で

あ
り

、
桜

御
門

は
、

三
の

丸
の

正
門

で
あ

っ
た

。

桜
御

門
は

、
明

治
1
7
年

(
1
8
8
4
)
の

天
守

解
体

以
降

も
残

り
、

昭
和

1
8
年

(
1
9
4
3
)
に

は
国

宝
指

定
の

申
請

が
な

さ
れ

、
焼

失
し

な
け

れ
ば

月
見

櫓
、

水
手

御
門

、
渡

櫓
、

艮
櫓

と
と

も
に

重
要

文
化

財
(
昭

和
2
2
年

当
時

は
旧

国
宝

)
の

指
定

を
受

け
る

こ
と

の

で
き

た
価

値
あ

る
文

化
財

で
あ

っ
た

。

桜
御

門
に

関
し

て
は

、
大

正
～

昭
和

初
期

に
撮

影
さ

れ
た

古
写

真
が

あ
り

、
門

は
焼

失
し

た
も

の
の

礎
石

等
は

今
も

良
好

に

遺
存

し
て

お
り

、
ま

た
礎

石
に

は
柱

跡
が

残
っ

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

史
資

料
か

ら
桜

御
門

の
規

模
・

構
造

等
は

以
下

の
よ

う
に

整
理

で
き

る
。

・
形

式
櫓

門

・
規

模
(
一

階
)
主

柱
間

２
間

脇
幅

１
間

奥
行

３
間

・
構

造
木

造
入

母
屋

造
本

瓦
葺

二
階

建

写
真

－
５

現
況

写
真

開
か

れ
た

門
扉

の
奥

に
披

雲
閣

の
屋

根
や

植
栽

樹
木

の
支

柱
が

見
ら

れ
る

こ
と

か
ら

大
正

６
年

(
1
9
1
7
)
以

降
か

ら
昭

和
初

期
頃

の
写

真
と

思
わ

れ
る

。

樹
木

の
生

長
か

ら
み

て
古

写
真

Ａ
か

ら
1
0
～

1
5
年

後
の

写
真

と
思

わ
れ

る
。

ま
た

電
灯

等
も

付
加

さ
れ

て
い

る
。

写
真

－
７

古
写

真
Ｂ

(
第

2
次

世
界

大
戦

前
)

写
真

－
６

古
写

真
Ａ

(
大

正
～

昭
和

初
期

)

-
7

-

③
石

垣
の

現
状

桜
御

門
は

、
櫓

門
で

あ
り

二
階

部
分

が
両

脇
の

石
垣

に
乗

っ
て

く
る

構
造

で
あ

る
た

め
、

桜
御

門
跡

両
脇

の
石

垣
は

、
桜

御

門
と

一
体

的
に

捉
え

る
必

要
が

あ
る

。

こ
こ

で
は

平
成

1
7
年

３
月

に
と

り
ま

と
め

ら
れ

た
「

史
跡

高
松

城
跡

石
垣

保
存

整
備

指
針

」
(
以

下
「

石
垣

整
備

指
針

)
か

ら
、

石
垣

の
現

状
を

と
り

ま
と

め
て

示
し

て
お

く
。

１
）

石
垣

分
布

・
規

模

※
石

垣
番

号
は

「
石

垣
整

備
指

針
」

の
も

の
を

採
用

図
－

９
石

垣
位

置
図

２
）

石
垣

の
築

造
時

期

桜
御

門
跡

両
脇

の
石

垣
は

、
史

資
料

か
ら

生
駒

期
・

松
平

初
期

に
築

造
さ

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

が
、

そ
の

後
何

度
か

改
修

さ

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

。

３
）

破
損

状
況

と
危

険
度

桜
御

門
跡

両
脇

の
石

垣
状

況
は

以
表

に
示

す
と

お
り

で
あ

る

主
な

破
損

要
因

は
、

構
造

的
な

要
因

(
ｓ

)
、

樹
木

に
よ

る
影

響
(
ｔ

)
、

水
位

変
動

の
影

響
(
ｗ

)
、

そ
の

他
の

要
因

(
ｎ

)
、

そ
の

他
の

人
工

的
改

変
(
ｒ

)
の

５
つ

と
す

る
。

石
垣

面
上

の
破

損
位

置
は

、
上

部
(
１

)
、

中
部

(
２

)
、

下
部

(
３

)
、

隅
角

部
(
４

)
、

及
び

石
垣

面
全

体
(
５

)
の

５
区

分
と

し
て

数
字

で
表

す
。

危
険

区
分

は
、

危
険

度
Ａ

：
現

状
で

崩
落

の
危

険
性

が
あ

り
、

利
用

上
の

危
険

性
も

高
い

場
合

危
険

度
Ｂ

：
現

状
で

崩
落

の
危

険
性

が
あ

る
が

、
利

用
上

の
危

険
性

は
低

い
場

合

将
来

的
に

崩
落

が
危

惧
さ

れ
、

利
用

上
の

危
険

性
が

高
い

場
合

将
来

的
に

崩
落

が
危

惧
さ

れ
る

が
、

利
用

上
の

危
険

性
は

低
い

場
合

危
険

度
Ｃ

：
崩

落
の

危
険

性
や

危
惧

が
あ

る
も

の
の

、
利

用
上

の
危

険
性

は
ほ

と
ん

ど
な

い
場

合

危
険

度
Ｄ

：
利

用
状

態
に

か
か

わ
ら

ず
崩

落
の

危
険

性
が

低
い

場
合

図
－

1
0

石
垣

築
造

時
期

の
推

定
図

表
－

４
石

垣
一

覧
表

－
１

表
－

５
石

垣
一

覧
表

－
２

写
真
－
８

石
垣
番
号
3
0
1
8

左
端
部
(
隅
角
部
)
は
良
好
に
遺
存
す
る
。

Ａ

右
端
部
(
入
隅
部
)
の
谷
積
部
分
は
改
修
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

写
真
－
1
0

石
垣
番
号
3
0
7
7

Ａ Ａ
Ａ

Ａ
．

間
詰
石

ヌ
ケ

写
真
－
９

石
垣
番
号
3
0
1
8

Ａ Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ａ
．
布
積

Ｂ
．
谷
積

Ｃ
．
根
の
侵
入

Ｄ
．
飛
び
出
し

右
隅
角
下
段
の
石
が
飛
び
だ
し
て
お
り
、
全
体
に
改
修
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

写
真
－
1
1

石
垣
番
号
3
0
7
8

４
）
石
垣
遺
構
の
状
況

-
8
-
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写
真
－
1
2

石
垣
番
号
3
0
7
9
-
(
1
)

写
真
－
1
5

石
垣
番
号
3
0
8
1

Ａ

良
好
に
遺
存
す
る
。

写
真
－
1
4

石
垣
番
号
3
0
8
0

Ａ

Ａ
．
飛
び
出
し

左
隅
角
下
段
の
石
が
飛
び
だ
し
て
お
り
、
全
体
に
改
修
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

写
真
－
1
3

石
垣
番
号
3
0
7
9
-
(
2
)

Ａ

Ａ
．
間
詰
石
ヌ
ケ

Ｃ
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

写
真
－
1
6

石
垣
番
号
3
0
8
2

Ａ
．
ワ
レ

Ｂ
．
飛
び
出
し

Ｃ
．
間
詰
石
ヌ
ケ

門
部
分
を
中
心
に
焼
損

-
9
-

写
真
－
1
7

石
垣
番
号
3
0
8
3

写
真
－
1
9

石
垣
番
号
3
0
8
5

Ａ
．
間
詰
石
ヌ
ケ

写
真
－
1
8

石
垣
番
号
3
0
8
4

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ａ
．
ヌ
ケ

Ｂ
．
ワ
レ
落
ち

Ｃ
．
ワ
レ

門
部
分
を
中
心
に
焼
損

石
の
劣
化
、
交
換
が
必
要

Ａ

Ａ
Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ
．
乱
積

Ｂ
．
ズ
レ
出
し

石
材
不
揃
い

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｃ

Ａ
．
欠
け

Ｂ
．
間
詰
石
ヌ
ケ

Ｃ
．
ズ
レ
出
し

写
真
－
2
0

石
垣
番
号
3
0
8
5

-
1
0
-

-
1
1

-

２
桜

御
門

整
備

基
本

構
想

(
１

)
前

提
と

な
る

計
画

史
跡

高
松

城
跡

の
総

合
的

な
保

存
・

活
用

整
備

を
図

る
た

め
に

、
保

存
整

備
の

考
え

方
や

方
針

及
び

そ
の

規
模

や
内

容
等

を

定
め

、
今

後
の

史
跡

高
松

城
跡

の
保

存
・

活
用

整
備

の
実

現
の

た
め

の
基

礎
的

判
断

材
料

と
し

て
、

平
成

８
年

３
月

に
「

史
跡

高
松

城
跡

保
存

整
備

基
本

計
画

」
(
以

下
「

基
本

計
画

」
と

い
う

)
が

策
定

さ
れ

た
。

こ
の

基
本

計
画

の
目

的
は

、
史

跡
高

松
城

跡
保

存
・

活
用

整
備

に
つ

い
て

の
基

本
的

な
方

向
を

定
め

る
も

の
で

あ
り

、
今

後

の
保

存
・

活
用

整
備

及
び

そ
の

関
連

事
項

の
具

体
化

に
際

し
て

は
、

本
基

本
計

画
の

主
旨

を
生

か
し

て
行

わ
れ

る
も

の
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
桜

御
門

の
整

備
に

つ
い

て
も

こ
の

基
本

計
画

を
前

提
と

す
る

。

基
本

計
画

に
お

け
る

桜
御

門
整

備
に

関
す

る
事

項
を

以
下

に
示

し
て

お
く

。

①
基

本
理

念

高
松

市
の

歩
み

を
示

す
高

松
城

跡
の

保
存

・
活

用
整

備
を

図
る

こ
と

は
、

文
化

財
保

護
の

観
点

か
ら

重
要

で
あ

る
ば

か
り

で

な
く

、
個

性
的

で
魅

力
あ

る
高

松
市

の
都

市
づ

く
り

と
い

う
点

か
ら

も
意

味
あ

る
も

の
で

あ
る

。
そ

の
た

め
、

史
跡

指
定

地
と

し
て

の
価

値
を

さ
ら

に
高

め
る

保
存

・
活

用
整

備
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

ま
た

か
つ

て
高

松
城

の
一

角
を

構
成

し
て

い
た

史
跡

指
定

地
の

周
辺

域
に

お
い

て
は

、
歴

史
的

文
化

遺
産

の
保

存
継

承
を

図
り

な
が

ら
、

歴
史

的
景

観
を

生
か

し
た

、
高

松
城

跡
と

相
調

和
し

た
高

松
市

ら
し

い
都

市
美

を
再

創
出

す
る

こ
と

を
基

本
理

念
と

す
る

。

②
保

存
・

活
用

整
備

の
基

本
方

針

高
松

城
跡

の
特

性
を

生
か

し
た

遺
構

の
保

存
と

活
用

整
備

を
図

る
た

め
の

基
本

方
針

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

・
発

掘
調

査
等

各
種

調
査

及
び

研
究

体
制

の
確

立
を

図
る

。

・
現

存
す

る
櫓

や
石

垣
、

堀
、

縄
張

り
や

埋
め

立
て

ら
れ

た
堀

や
歴

史
的

建
造

物
等

遺
構

は
保

存
す

る
も

の
と

し
、

ま
た

各

種
調

査
、

研
究

に
よ

る
城

郭
全

容
の

解
明

に
努

め
る

。

・
各

種
調

査
、

研
究

の
成

果
に

基
づ

き
、

現
存

す
る

遺
構

の
保

存
及

び
修

復
に

努
め

る
と

と
も

に
城

郭
の

イ
メ

ー
ジ

を
高

め

る
た

め
、

遺
構

の
適

切
な

表
示

、
復

元
整

備
を

図
る

。

・
海

城
と

し
て

築
城

さ
れ

、
現

在
も

海
の

玄
関

口
に

位
置

す
る

城
郭

で
あ

る
こ

と
の

顕
在

化
に

努
め

る
。

・
史

跡
高

松
城

跡
及

び
関

連
す

る
歴

史
や

文
化

財
等

の
解

説
・

学
習

機
能

施
設

の
充

実
に

よ
る

城
郭

の
研

究
や

学
習

の
場

と

し
て

の
活

用
を

図
る

。

・
見

学
動

線
、

便
益

施
設

等
の

整
備

に
よ

る
利

用
の

向
上

を
図

る

③
三

の
丸

跡
地

区
の

整
備

方
針

各
種

調
査

、
研

究
等

に
基

づ
く

桜
御

門
、

龍
櫓

、
多

聞
櫓

の
復

元
、

表
示

等
遺

構
の

保
存

活
用

整
備

を
図

る
。

披
雲

閣
は

、
大

正
期

の
建

物
で

は
あ

る
が

、
意

匠
、

技
術

に
優

れ
、

御
殿

機
能

が
全

て
整

っ
て

い
る

な
ど

、
全

国
的

に
み

て

も
貴

重
な

例
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
附

属
の

建
物

、
庭

園
と

と
も

に
保

存
に

努
め

、
改

装
個

所
等

は
極

力
旧

態
に

復
し

、
内

部
の

積
極

的
公

開
を

図
る

と
と

と
に

、
文

化
的

行
事

等
に

活
用

す
る

。

庭
園

は
、

江
戸

時
代

の
庭

園
遺

構
を

含
め

、
保

存
を

前
提

に
、

回
遊

路
を

含
め

復
元

・
修

景
整

備
す

る
と

と
も

に
、

井
戸

遺

構
に

つ
い

て
も

調
査

等
を

行
い

保
存

に
努

め
る

。
石

垣
に

つ
い

て
も

、
調

査
等

に
も

と
づ

く
修

理
を

行
う

。
ま

た
、

便
所

は
、

城
内

の
景

観
に

ふ
さ

わ
し

い
も

の
に

改
修

す
る

と
と

も
に

そ
の

適
正

配
置

を
図

る
。

「
基

本
計

画
書

」
よ

り
転

載

④
段

階
計

画

高
松

城
跡

の
保

存
・

活
用

整
備

は
、

内
容

が
多

岐
に

わ
た

る
こ

と
や

民
有

地
で

あ
る

史
跡

指
定

地
周

辺
も

含
め

て
実

施
す

る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

段
階

的
な

実
施

を
図

る
も

の
と

し
、

周
辺

地
区

の
開

発
整

備
や

土
地

利
用

の
状

況
等

を
考

慮
し

て
、

３
段

階
に

区
分

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

各
地

区
の

保
存

・
活

用
整

備
に

つ
い

て
は

、
全

体
の

事
業

量
の

バ
ラ

ン
ス

も
考

慮
し

て
、

段
階

的
な

取
り

組
み

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。

三
の

丸
跡

地
区

で
の

段
階

整
備

計
画

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

保
存

整
備

項
目

第
１

段
階

第
２

段
階

第
３

段
階

・
便

所
の

改
修

等

・
桜

御
門

跡
の

復
元

・
披

雲
閣

等
建

造
物

及
び

付
属

庭
園

の
市

指
定

と
修

復

・
龍

櫓
、

多
聞

櫓
等

の
明

示
、

復
元

・
石

垣
修

理
他

表
－

６
三

の
丸

地
区

段
階

整
備

計
画

図
-
1
1

三
の

丸
地

区
保

存
整

備
方

針
図

-
1
2

-

(
２

)
桜

御
門

整
備

の
方

向
性

①
桜

御
門

桜
御

門
の

整
備

は
、
「

基
本

計
画

」
に

示
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

以
下

に
示

す
理

由
か

ら
復

元
整

備
を

図
る

も
の

と
す

る
。

・
桜

御
門

は
、

三
の

丸
の

正
面

入
口

を
示

し
、

ま
た

画
す

る
構

造
物

で
あ

り
、

史
跡

高
松

城
跡

の
城

郭
跡

と
し

て
の

往
時

の

景
観

を
再

現
す

る
上

か
ら

も
復

元
の

意
義

は
大

き
い

。

・
本

来
披

雲
閣

(
三

の
丸

御
殿

)
の

表
門

と
し

て
存

在
し

て
い

る
建

物
で

あ
り

、
桜

御
門

の
復

元
は

、
現

在
の

披
雲

閣
の

環
境

を
整

え
る

意
義

か
ら

も
重

要
で

あ
る

。

・
礎

石
等

の
遺

構
の

遺
存

状
況

も
良

好
で

あ
り

、
ま

た
昭

和
初

期
の

古
写

真
が

残
り

、
復

元
整

備
に

係
る

史
資

料
が

概
ね

整

っ
て

い
る

と
い

え
る

。

・
建

物
と

し
て

の
機

能
、

構
造

、
意

匠
が

わ
か

り
、

史
跡

高
松

城
跡

の
他

の
焼

失
し

た
建

物
に

比
べ

復
元

整
備

の
た

め
の

条

件
が

整
っ

て
い

る
。

な
お

、
復

元
設

計
・

整
備

に
際

し
て

は
昭

和
1
8
年

に
国

宝
指

定
を

申
請

し
た

こ
と

も
あ

り
こ

の
時

点
の

姿
の

復
元

を
基

本
と

す
る

が
、

桜
御

門
は

、
過

去
に

何
度

か
改

修
さ

れ
た

可
能

性
も

あ
る

た
め

、
後

世
改

変
さ

れ
た

こ
と

が
判

明
し

た
点

に
つ

い
て

は
、

築
造

当
時

の
姿

に
戻

す
こ

と
も

考
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

②
石

垣

桜
御

門
を

支
え

る
石

垣
に

つ
い

て
も

桜
御

門
の

復
元

整
備

に
合

わ
せ

て
修

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

石
垣

の
修

理
方

針
に

つ

い
て

は
平

成
1
7
年

度
に

策
定

し
た

「
石

垣
整

備
指

針
」

に
従

う
も

の
と

す
る

。

石
垣

番
号

破
損

等
修

復
内

容
・

ラ
ン

ク

量
範

囲
ラ

ン
ク

3
0
1
8

－
－

現
状

維
持

Ｃ

3
0
1
9

小
小

間
詰

ヌ
ケ

右
天

端
の

部
分

解
体

修
理

Ａ
－

２

3
0
7
7

－
－

現
状

維
持

Ｃ

3
0
7
8

－
－

現
状

維
持

Ｃ

3
0
7
9

－
－

現
状

維
持

Ｃ

3
0
8
0

－
－

現
状

維
持

Ｃ

3
0
8
1

小
小

間
詰

め
ヌ

ケ
間

詰
め

Ｂ

3
0
8
2

大
大

ワ
レ

、
飛

び
出

し
、

間
詰

ヌ
ケ

解
体

修
理

Ａ
－

２

3
0
8
3

大
大

ワ
レ

、
ヌ

ケ
解

体
修

理
Ａ

－
２

3
0
8
4

小
小

間
詰

め
ヌ

ケ
解

体
修

理
Ａ

－
２

3
0
8
5

小
小

ズ
レ

全
面

解
体

修
理

Ａ
－

１

3
0
8
6

小
小

欠
け

、
間

詰
ヌ

ケ
、

ズ
レ

現
状

維
持

Ｃ

表
－

７
石

垣
修

復
内

容
の

ラ
ン

ク
一

覧

※
修

復
ラ

ン
ク

Ａ
－

１
全

面
解

体

Ａ
－

２
部

分
解

体

Ｂ
解

体
を

伴
わ

な
い

修
理

Ｃ
現

状
維

持

な
お

、
石

垣
番

号
3
0
7
7
、

3
0
7
8
、

3
0
7
9
に

つ
い

て
は

後
世

に
積

み
直

さ
れ

た
石

垣
と

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

石

垣
は

基
本

的
に

は
築

造
当

時
の

石
垣

の
姿

に
戻

す
こ

と
が

望
ま

し
い

。
た

だ
し

、
こ

れ
ら

の
石

垣
の

復
元

整
備

に
際

し
て

は
、

本
来

の
石

垣
形

態
等

に
つ

い
て

十
分

な
調

査
を

行
い

そ
の

成
果

に
基

づ
い

た
復

元
整

備
を

図
る

も
の

と
す

る
。

③
そ

の
他

桜
御

門
跡

周
辺

の
樹

木
は

大
き

く
生

長
し

、
石

垣
遺

構
へ

の
影

響
だ

け
で

な
く

建
物

を
建

設
す

る
際

の
支

障
と

な
る

も
の

も

あ
る

。
ま

た
、

大
き

く
生

長
し

た
樹

木
等

に
よ

り
、

石
垣

遺
構

が
隠

れ
古

写
真

の
様

子
と

は
異

な
る

状
況

に
あ

る
。

よ
っ

て
、

整
備

後
の

石
垣

を
含

め
た

景
観

に
つ

い
て

も
考

慮
し

、
既

存
木

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
移

植
も

し
く

は
伐

木
等

を
行

う
も

の
と

す
る

。

な
お

桜
御

門
の

礎
石

部
分

は
、

改
変

を
受

け
て

い
な

い
こ

と
か

ら
発

掘
調

査
の

必
要

性
は

特
に

な
い

と
思

わ
れ

る
が

、
桜

御

門
跡

両
脇

の
石

垣
の

天
端

部
分

に
桜

御
門

の
痕

跡
が

残
っ

て
い

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

復
元

根
拠

と
成

り
う

る
新

た
な

発
見

が
予

測
さ

れ
る

。
ま

た
、

石
垣

に
関

し
て

は
直

接
桜

御
門

に
関

係
し

て
い

る
か

不
明

で
あ

る
が

、
後

世
に

改
変

し
て

い
る

と
思

わ
れ

る
箇

所
も

あ
り

、
門

の
整

備
に

先
立

ち
石

垣
の

発
掘

調
査

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

桜
御

門
の

設
計

・
整

備
に

際
し

て
は

必
要

に
応

じ
地

耐
力

調
査

等
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

写
真

－
2
3

被
熱

に
よ

る
破

損
し

た
石

材
写

真
－

2
4

石
垣

の
破

石

写
真

－
2
2

金
具

跡
が

残
る

礎
石

写
真

－
2
1

桜
御

門
の

礎
石

と
敷

石
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図２－ 4� 桜御門復元整備基本計画　説明資料④

-
1
3

-

３
桜

御
門

整
備

基
本

計
画

(
１

)
桜

御
門

復
元

計
画

①
復

元
計

画
根

拠
史

資
料

桜
御

門
の

復
元

計
画

立
案

に
際

し
て

は
、

以
下

の
史

資
料

を
根

拠
と

し
た

。


現

存
す

る
桜

御
門

跡
の

礎
石

遺
構

現
況

平
面

図
(
礎

石
の

柱
跡

等
含

む
)


現

存
す

る
桜

御
門

跡
櫓

台
石

垣
遺

構
平

面
図

、
立

面
図

(
桜

御
門

焼
失

後
の

修
理

記
録

は
無

く
、

仮
に

修
理

さ
れ

て
い

て
も

石
垣

位
置

、
天

端
高

さ
及

び
幅

、
奥

行
長

さ
等

は
変

更
さ

れ
て

い
な

い
と

判
断

さ
れ

る
)


昭

和
初

期
に

撮
影

さ
れ

た
門

正
面

の
古

写
真

(
Ｐ

６
参

照
)

撮
影

時
期

の
古

い
古

写
真

Ａ
を

基
本

と
し

た
が

、
門

扉
並

び
に

門
扉

金
物

等
に

つ
い

て
は

古
写

真
Ｂ

も
参

考
と

し
た

。


史

跡
高

松
城

跡
に

現
存

す
る

重
要

文
化

財
で

あ
る

月
見

櫓
、

渡
櫓

、
水

手
御

門
、

艮
櫓


桜

御
門

の
内

部
に

入
っ

た
経

験
を

も
つ

古
老

へ
の

聞
き

取
り

調
査

結
果


現

存
す

る
重

要
文

化
財

二
条

城
二

之
丸

北
大

手
門

等
類

似
す

る
歴

史
的

建
造

物

な
お

、
桜

御
門

と
ほ

ぼ
同

時
代

に
築

造
さ

れ
た


の
歴

史
的

建
造

物
に

倣
い

１
尺

≒
3
0
3
m
m
と

し
た

。

②
建

物
構

造
・

意
匠

等
の

復
元

根
拠

１
）

平
面

<
１

階
平

面
>

・
１

階
平

面
は

、
根

拠
史

資
料


の
現

存
す

る
礎

石
の

実
測

寸
法

に
よ

り
柱

間
、

配
置

を
決

め
た

。

(
図

－
1
2
参

照
)

・
鏡

柱
間

は
1
3
尺

と
し

た
。

・
門

の
明

き
は

1
1
尺

と
し

た
。

・
脇

間
間

は
６

尺
７

寸
と

し
た

。

・
側

柱
間

は
正

面
か

ら
２

間
分

は
４

尺
６

寸
、

北
面

側
１

間
は

４
尺

７
寸

と
し

た
。

・
背

面
柱

間
は

2
2
尺

１
寸

と
し

た
。

・
各

柱
の

大
き

さ
は

、
礎

石
に

残
る

金
具

跡
の

内
法

寸
法

の
実

測
値

を
採

用
し

た
。（

写
真

－
2
5
、
2
6
及

び
図

－
1
2
参

照
）

・
正

面
鏡

柱
は

２
尺

×
１

尺
３

寸
、

脇
柱

及
び

背
面

の
柱

は
１

尺
４

寸
角

と
し

た
。

・
側

柱
は

１
尺

角
と

し
た

。

写
真

－
2
5

礎
石

に
残

る
柱

足
下

金
具

痕
(
１

)
写

真
－

2
6

礎
石

に
残

る
柱

足
下

金
具

痕
(
２

)

<
２

階
平

面
>

・
桁

行
、

梁
間

と
も

根
拠

史
資

料


及
び


に
よ

り
決

め
た

。

・
桁

行
、

梁
間

は
遺

存
す

る
石

垣
の

幅
長

さ
や

奥
行

き
長

さ
か

ら
、

外
面

で
石

垣
上

に
建

物
を

納
め

る
た

め
に

は
桁

行
約

4
0
尺

５
寸

、
梁

間
は

約
1
8
尺

５
寸

と
な

る
。

（
図

－
1
3
、

1
4
参

照
）

図
-
1
2

桜
御

門
現

況
平

面
図

S
=
1
/
1
0
0

-
1
4

-

・
建

物
の

壁
厚

さ
や

古
写

真
に

み
る

石
垣

と
建

物
の

納
ま

り
及

び
出

格
子

の
割

や
出

格
子

西
橋

白
壁

が
見

え
る

こ
と

か
ら

、
桁

行
は

７
間

と
想

定
で

き
る

た
め

、
桁

行
は

５
尺

５
寸

×
７

間
＝

3
8
尺

５
寸

4
0
尺

５
寸

と
決

め
た

。

・
梁

間
は

構
造

的
に

み
て

棟
木

を
支

え
る

側
柱

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

４
間
（

４
尺

１
寸

×
４

間
＝

1
6
尺

４
寸

＜
1
8
尺

５
寸

）

と
決

め
た

。

・
各

柱
の

大
き

さ
は

根
拠

資
料


の
月

見
櫓

三
重

の
側

柱
や


の
二

条
城

二
之

丸
北

大
手

門
を

参
考

に
し

、
６

寸
角

と
し

た
。

・
な

お
、

古
写

真
Ａ

の
撮

影
位

置
は

現
存

す
る

桜
御

門
跡

の
石

垣
や

門
内

正
面

の
障

壁
石

垣
等

の
位

置
関

係
か

ら
門

西
側

石
垣

面
か

ら
約

2
2
ｍ

、
西

側
鏡

柱
西

面
、

高
さ

約
1
.
1
ｍ

の
と

こ
ろ

と
考

え
ら

れ
る

が
二

階
の

正
面

外
観

寸
法

と
ほ

ぼ
符

号
す

る

こ
と

が
わ

か
っ

た
。

・
内

部
の

造
作

等
に

つ
い

て
は

根
拠

史
資

料


（
西

側
か

ら
入

っ
た

。
１

階
か

ら
の

階
段

や
梯

子
は

な
か

っ
た

。
ガ

ラ
ン

ド
ウ

で
広

い
空

間
だ

っ
た

。
)
や

根
拠

史
資

料


の
二

条
城

二
之

丸
北

大
手

門
や

幕
末

頃
描

か
れ

た
絵

図
(
図

－
８

参
照

)
に

多
聞

櫓
が

あ
る

こ
と

か
ら

東
西

両
側

に
出

入
口

を
設

け
た

。
ま

た
、

構
造

上
の

考
慮

か
ら

中
柱

を
設

け
た

。

２
）

高
さ

・
断

面
等

・
高

さ
・

断
面

等
は

根
拠

史
資

料


に
よ

り
決

め
た

。

・
床

か
ら

冠
木

下
端

実
測

で
1
0
尺

と
し

た
。

ま
た

一
階

柱
長

さ
を

1
1
尺

９
寸

と
し

た
。

(
図

-
1
5
参

照
)

・
根

拠
史

資
料


か
ら

冠
木

の
成

は
鏡

柱
と

同
幅

２
尺

と
判

断
し

ま
た

、
梁

の
成

は
１

尺
２

寸
と

し
た

。

・
二

階
床

の
根

太
は

根
拠

資
料


の
二

条
城

二
之

丸
北

大
手

門
と

同
様

成
２

寸
５

分
と

し
た

。

・
以

上
の

こ
と

か
ら

二
階

床
高

は
1
3
尺

５
寸

と
な

っ
た

。

・
屋

根
勾

配
は

根
拠

資
料


の
水

手
御

門
と

同
様

６
寸

５
分

と
し

た
。

・
二

階
高

や
棟

高
に

つ
い

て
は

根
拠

資
料


の
簡

易
分

析
(
図

－
1
7
参

照
)
か

ら
概

数
値

を
求

め
、

こ
れ

で
立

面
図

を
作

成

し
た

結
果

、
二

階
床

か
ら

桁
天

端
ま

で
を

９
尺

１
寸

５
分

と
す

る
と

古
写

真
Ａ

の
正

面
外

観
と

ほ
ぼ

符
号

し
た

。

・
軒

高
さ

、
腰

板
高

さ
、

出
格

子
高

さ
に

つ
い

て
も

同
様

の
作

業
を

行
い

各
寸

法
を

決
め

た
。

・
冠

木
以

外
の

桁
は

根
拠

資
料


の
水

手
御

門
同

様
丸

太
と

し
た

。

図
－

1
5

写
真

の
簡

易
分

析
図

(
１

)

図
－

1
6

桜
御

門
内

側
西

面
石

垣
立

面
図

図
－

1
7

写
真

の
簡

易
分

析
(
２

)

-
1
5

-

３
）

屋
根

・
根

拠
史

資
料


及
び


の
水

手
御

門
よ

り
屋

根
瓦

の
割

付
は

約
９

寸
と

し
た

。

・
垂

木
数

は
根

拠
史

資
料


に
よ

り
決

め
、

一
支

あ
た

り
１

尺
２

寸
５

分
と

し
た

。

・
軒

の
出

は
根

拠
資

料


の
水

手
御

門
に

倣
い

３
尺

と
し

た
。

・
鬼

瓦
、

鯱
等

、
懸

魚
に

つ
い

て
は

根
拠

史
資

料


及
び


を
参

考
に

し
た

。

４
）

意
匠

・
外

装

・
正

面
(
南

面
)
に

つ
い

て
は

根
拠

史
資

料


を
、

側
面

、
北

面
に

つ
い

て
は

根
拠

史
資

料


(
北

側
に

窓
は

無
か

っ
た

と

思
う

が
は

っ
き

り
覚

え
て

い
な

い
。

風
通

し
は

よ
か

っ
た

。
)
及

び
根

拠
史

資
料


の
二

条
城

二
之

丸
北

大
手

門
を

参

考
と

し
北

側
に

も
窓

を
設

け
た

。

５
）

内
装

・
根

拠
史

資
料


(
床

は
板

張
り

で
あ

っ
た

、
天

井
を

張
っ

て
い

た
か

ど
う

か
は

記
憶

に
な

い
）

を
考

慮
し

床
は

板
張

と

し
、

天
井

は
張

ら
な

か
っ

た
。

・
壁

は
根

拠
史

資
料


の
二

条
城

二
之

丸
北

大
手

門
を

参
考

に
し

大
壁

と
し

た
。

６
）

金
物

等

・
根

拠
史

資
料


及
び


の
水

手
御

門
を

参
考

と
し

た
。

７
）

門
扉

・
建

具

・
門

扉
は

根
拠

史
資

料


及
び


の
水

手
御

門
を

参
考

と
し

た
。

・
建

具
は

根
拠

史
資

料


及
び


の
二

条
城

二
之

丸
北

大
手

門
を

参
考

に
し

た
。
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－
2
9

続
櫓

大
棟

鯱
正

面
写

真
－

3
0

続
櫓

大
棟

鯱
側

面

写
真

－
3
1

渡
櫓

懸
魚

4.604.604.70

13.90

1
3
.
0
0

6
.
7
0

1
9
.
7
0

2
2
.
1

図
－

1
8

桜
御

門
現

況
平

面
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
1
6

-



14

図２－ 5� 桜御門復元整備基本計画　説明資料⑤

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

3
8
.
5
0

4.10 4.10 4.10 4.10

16.40

柱
８

寸
角

柱
６

寸
角

Ｎ

図
－

1
9

桜
御

門
二

階
平

面
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
1
7

-

Ｎ

図
－

2
0

桜
御

門
屋

根
伏

図
S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
1
8

-

▽
Ｇ

Ｌ

図
－

2
1

桜
御

門
正

面
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
1
9

-

▽
Ｇ

Ｌ

図
－

2
2

桜
御

門
背

面
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
2
0

-

▽
Ｇ

Ｌ

(
西

側
)

▽
Ｇ

Ｌ

(
東

側
)

図
－

2
3

桜
御

門
側

面
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
2
1

-

10.002.001.509.15

桁
天

端

棟
高

7.80

30.45 .45

沓
石

天
端

２
階

床
高

6.
5勾

配

▽
Ｇ

Ｌ

4
.
7
0

4
.
6
0

4
.
6
0

1
3
.
9
0

図
－

2
4

桜
御

門
断

面
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
2
2

-

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

3
8
.
5
0

4.10 4.10 4.10 4.10

16.40

差
母

屋
0
.
5
×

0
.
6

差
棟

木
0
.
6
×

0
.
8

隅
木

0.
5×

0.
6

棟
木

0
.
5
×

0
.
6

母
屋

0
.
4
×

0
.
5

桁
0
.
6
×

0
.
8

母
屋

0
.
4
×

0
.
5

敷
梁

末
口

φ
0
.
9

３
本

繋

妻受梁末口φ0.75

梁末口φ0.8

棟
束

0
.
4
角

母
屋

束
0
.
3
5
角

小
屋

貫
0
.
1
×

0
.
4

Ｎ

図
－

2
5

桜
御

門
小

屋
伏

図
S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
2
3

-

Ｎ

図
－

2
6

桜
御

門
見

上
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
2
4

-

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

5
.
5
0

3
8
.
5
0

4.10 4.10 4.10 4.10

16.40

4.604.604.70

13.90

土台0.6×0.6

土
台

0
.
6
×

0
.
9

冠
木

1
.
6
×

2
.
0

梁
末

口
φ

2
.
0

梁
末

口
φ

1
.
2

梁
末

口
φ

1
.
2

梁1.0×1.2

根
太

0
.
4
×

0
.
5

4
.
7
0

4
.
7
0

4
.
7
0

4
.
7
0

4
.
7
0

2
3
.
5
0

7
.
8
8

7
.
1
2

Ｎ

図
－

2
7

桜
御

門
床

伏
図

S
=
1
/
5
0

単
位

：
尺

-
2
5

-



15

図２－ 6� 桜御門復元整備基本計画　説明資料⑥

間
詰

め
石

石
垣

解
体

修
理

写
真

－
3
2

石
垣

（
3
0
1
9
）

立
面

図
Ｓ

＝
１

／
８

０

新
補

石
材

石
垣

解
体

修
理

間
詰

め
石

新
補

石
材

石
垣

解
体

修
理

石
垣

修
理

範
囲

間
詰

め
石

石
垣

修
理

範
囲

間
詰

め
石

石
垣

修
理

範
囲

石
垣

解
体

修
理

新
補

石
材

石
垣

修
理

範
囲

石
垣

修
理
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位
置

図

写
真

－
3
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図
Ｓ

＝
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８
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写
真

－
3
3
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3
0
7
8
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立
面

図
Ｓ

＝
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８

０
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真

－
3
4

石
垣

（
3
0
7
7
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立
面

図
Ｓ

＝
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０

写
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－
3
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3
0
8
2
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立
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図
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＝
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－
3
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3
0
8
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写
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－
3
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3
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8
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立
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図
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＝
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写
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－
3
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石
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3
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8
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立
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図
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＝
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０
写

真
－

4
0

石
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3
0
8
0
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立
面

図
Ｓ

＝
１

／
８

０

写
真

－
4
1

石
垣

（
3
0
8
5
）

立
面

図
Ｓ

＝
１

／
８

０

石
垣

修
理

範
囲

石
垣

修
理

範
囲

石
垣

修
理

範
囲

３

(
２

)
石

垣
修

理
計

画

桜
御

門
の

復
元

整
備

に
先

行
し

、
以

下
の

箇
所

の
石

垣
修

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

-
2
6

-

3
0
7
9

3
0
8
3

3
0
8
2

3
0
1
8

3
0
7
8

3
0
7
7

3
0
8
0

3
0
8
4

3
0
8
6

3
0
8
5

3
0
8
1

3
0
1
9

Ｎ

●

●●

●

(
３

）
そ

の
他

整
備

計
画

桜
御

門
の

復
元

整
備

・
石

垣
修

理
に

伴
い

、
図

・
写

真
で

示
す

３
株

の
既

存
木

の
移

植
も

し
く

は
伐

木
・

撤
去

を
行

う
も

の
と

す
る

。

Ｎ

写
真
－
4
3

撤
去
対
象
樹
木
（
２
）

写
真
－
4
4

撤
去
対
象
樹
木
（
３
）

写
真
－
4
2

撤
去
対
象
樹
木
（
１
）

-
2
7
-

-
2
8

-

４
事

業
実

施
に

向
け

て

(
１

)
今

後
必

要
な

業
務

本
基

本
構

想
・

基
本

計
画

を
踏

ま
え

、
今

後
桜

御
門

の
復

元
整

備
を

実
施

す
る

た
め

に
は

、
以

下
に

示
す

作
業

等
が

必
要

で
あ

る
。

ア
）

調
査

・
設

計
等

１
）

発
掘

調
査

石
垣

の
保

存
修

理
に

必
要

か
つ

十
分

な
発

掘
調

査

２
)

地
耐

力
調

査

復
元

整
備

さ
れ

る
桜

御
門

の
構

造
検

討
に

必
要

か
つ

十
分

な
載

荷
試

験
、

ボ
ー

リ
ン

グ
調

査
等

地
耐

力
調

査

３
）

実
測

調
査

石
垣

の
保

存
修

理
及

び
桜

御
門

整
備

基
本

設
計

・
実

施
設

計
に

必
要

か
つ

十
分

な
現

況
石

垣
測

量
（

平
面

、
立

面
、

断
面

）
調

査

４
）

基
本

設
計

・
実

施
設

計

石
垣

保
存

修
理

工
事

に
必

要
な

実
施

設
計

（
既

存
木

撤
去

工
事

含
む

）
並

び
に

桜
御

門
整

備
に

必
要

な
基

本
設

計

・
実

施
設

計

５
）

許
認

可
作

業

文
化

庁
現

状
変

更
申

請
・

許
可

（
文

化
庁

第
３

専
門

部
会

－
復

元
検

討
委

員
会

審
議

）
作

業
及

び
建

築
確

認
申

請

・
許

可
（

準
防

火
地

域
に

あ
る

た
め

建
築

確
認

審
査

会
審

議
が

必
要

な
可

能
性

が
あ

る
）

作
業

６
）

施
工

監
理

工
事

施
工

に
際

し
て

の
施

工
監

理

イ
）

工
事

１
）

石
垣

保
存

整
備

工
事

桜
御

門
整

備
に

伴
う

必
要

範
囲

の
石

垣
解

体
修

理
工

事
（

既
存

木
撤

去
工

事
含

む
）

２
）

桜
御

門
復

元
整

備
工

事

桜
御

門
本

体
の

整
備

工
事

ウ
）

そ
の

他

１
）

整
備

検
討

委
員

会
の

開
催

桜
御

門
整

備
に

係
る

指
導

・
助

言
等

を
得

る
た

め
の

専
門

家
で

構
成

さ
れ

る
整

備
検

討
委

員
会

の
開

催

２
）

整
備

報
告

書
の

刊
行

桜
御

門
整

備
に

係
る

報
告

書
の

作
成

・
刊

行

(
２

)
事

業
工

程
（

案
）

桜
御

門
復

元
整

備
事

業
に

お
け

る
事

業
工

程
（

案
）

は
以

下
に

示
す

と
お

り
で

あ
る

。
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項
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細
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造
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既
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保
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整
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工
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仮
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工
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事

石
積

工
事

桜
御

門
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元
工

事
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工
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工
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材

木
調

達
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乾
燥

)
(
加
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第４節　基本設計

第１項　復元計画根拠史資料

桜御門の復元設計に際しては、以下の史資料を根拠とした。

　　　　※�桜御門とほぼ同時代に築造された城内の類例に倣い１尺≒ 303mm とする。

１） 遺構

　桜御門の建築物関連遺構となる礎石、石垣はほぼ完存している。埋蔵遺構調査や柱形状の特定が

可能な礎石が現存しているため、建物の原位置が高い精度で判明するほか、建物の状況を具体的に

知ることができる。

Ｎ

4 12

ぬ

ち

ほ

ろ

5 9 11

1)-1.  礎石 現存する桜御門の礎石（礎石の根巻金物跡含む）

1)-2.  石垣 現存する桜御門跡の櫓台石垣

1)-3.  埋蔵遺構等 発掘調査成果に基づく復元根拠

大正～昭和初期に撮影された古写真7枚
（及び西側に接続していた多聞櫓古写真1枚）

生駒時代、松平初期、寛文期大改修以降の各絵図

桜御門内部に入った経験のある古老への聞き取り

国宝指定に伴う資料

史跡高松城跡に現存する重要文化財である、

月見櫓、渡櫓、続櫓、水手御門、艮櫓

1)遺構

2)古写真

3)絵図

5)類例

4)聞取り、近代⽂献

表２－ 2� 復元根拠資料一覧表

図２－ 7� 桜御門の礎石の配置

１）－１.　礎石 ･･･ 現存する桜御門の礎石（礎石の根巻金物跡含む）

　1 階（下層）の礎石については全て現存しており、礎石天端には柱底部に対応する角ダボ穴と、
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根巻金物（鉄製）の痕跡 ( 錆 ) が克明に確認できる。金物痕跡の内側を計測することで、各柱の断

面寸法が判明する。西側石垣天端がやや菱型となるのに合わせて、控え柱の通り芯はやや西側に開

いている。

ぬ 通り控え柱 礎石

ろ 通り（鏡柱） 礎石 ろ 通り 礎石

ち 通り 礎石

ほ 通り 礎石

ろ 通り（鏡柱） 礎石

ぬ 通り控え柱 礎石

ち 通り 礎石

ほ 通り 礎石

桜御門礎石配置キープラン ※各数値は実測寸法値、単位は

図２－ 8� 礎石詳細
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１）－２.　石垣 ･･･ 現存する桜御門跡の櫓台石垣

　戦前に撮影された桜御門正面古写真の石垣と現状の石垣を比較すると ( 図２－ 16)、石垣間詰石

の欠損が進行しつつも、大きな改変を経ることなく現在に至っている状況が確認できる。桜御門焼

失後の修理記録はないことから、遺構調査から天端石のモルタル補強痕跡が確認されているものの、

石垣位置や天端高などの形状は櫓門が存在した当時の状況を踏襲していると考えられる。

　現状の石垣天端寸法から、建物の外形（壁厚含む）は桁行で 40.5 尺（12.27 ｍ）、梁間で 18.5 尺（5.61

ｍ）以内に収まる必要がある。

40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺

40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺40.5尺

18.5尺18.5尺18.5尺18.5尺18.5尺18.5尺18.5尺

1
8
.
5
尺

1
8
.
5
尺

1
8
.
5
尺

1
8
.
5
尺

1
8
.
5
尺

1
8
.
5
尺

1
8
.
5
尺

ＮＮＮＮＮＮＮ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＤＤＤＤＤＤＤ
ＥＥＥＥＥＥＥ

ＦＦＦＦＦＦＦ

ＢＢＢＢＢＢＢ

礎石・石垣平面図（矢印は右側写真番号に対応）

桜御門南側石垣立面図

桜御門東側石垣立面図

図２－ 9� 礎石・石垣平立面図
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Ａ　桜御門西側石垣南面 Ｂ　桜御門東側石垣南面

Ｃ　桜御門西側石垣側面（南寄り） Ｄ　桜御門西側石垣側面（北寄り）

Ｅ　桜御門東側石垣側面（北寄り） Ｆ　桜御門東側石垣側面（南寄り）

図２－ 10� 石垣各面の様子



20

１）－３.　埋蔵遺構等 ･･･ 発掘調査成果に基づく復元根拠

ア　東西石垣天端の状況

・西側石垣は戦災による門の焼失で生じた被熱痕が残存している。（図２－ 11）

・東西石垣天端には轢敷層があり、往時の地業面が現存していると判断される。

　（漆喰や釘など建築資材が確認される）

図２－ 11� 西側石垣天端の発掘調査成果
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イ　門の構造に関する所見

・西側石垣では、天端の石材に直線的な被熱痕及びノミ打ちによる天端調整の痕跡があり、門の建

築部材（土台）の設置位置を示す。（図２－ 11）

・東西石垣の天端では礎石が無い状況を確認した。上記西側石垣の所見から、石垣天端に直接櫓部

分の荷重をかけていたと考えられる。また、束石がないことから、床組は束のない構造で、土台に

渡した大引で床組を支持する構造であったことが判明する。

図２－ 12� 東側石垣天端の発掘調査成果
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２） 古写真 ･･･ 大正～昭和初期に撮影された古写真 7枚（及び西側接続の多聞櫓古写真 1枚）

２）－１.　桜御門（７枚の古写真）

　桜御門を直接撮影した古写真は７枚存在する。古写真Ａと古写真Ｂはいずれも桜の馬場側から撮

影され、古写真Ａは開かれた門扉の奥に披雲閣の屋根や植栽樹木の支柱が見られ、古写真Ｂでは門

扉の形状が確認できる。ＡとＣ、ＢとＤ -Ｆはそれぞれほぼ同時期とみられる。

下見板張り下見板張り下見板張り下見板張り下見板張り下見板張り下見板張り

腕木腕木腕木腕木腕木腕木腕木
腕木腕木腕木腕木腕木腕木腕木

壁（漆喰塗）壁（漆喰塗）壁（漆喰塗）壁（漆喰塗）壁（漆喰塗）壁（漆喰塗）壁（漆喰塗）

出格子（内部戸は全開）出格子（内部戸は全開）出格子（内部戸は全開）出格子（内部戸は全開）出格子（内部戸は全開）出格子（内部戸は全開）出格子（内部戸は全開）

庇（棟積はBと異なる）庇（棟積はBと異なる）庇（棟積はBと異なる）庇（棟積はBと異なる）庇（棟積はBと異なる）庇（棟積はBと異なる）庇（棟積はBと異なる）

冠木冠木冠木冠木冠木冠木冠木

披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関

鏡柱（筋金はBと異なる）鏡柱（筋金はBと異なる）鏡柱（筋金はBと異なる）鏡柱（筋金はBと異なる）鏡柱（筋金はBと異なる）鏡柱（筋金はBと異なる）鏡柱（筋金はBと異なる）

裏冠木下端（丸太梁）裏冠木下端（丸太梁）裏冠木下端（丸太梁）裏冠木下端（丸太梁）裏冠木下端（丸太梁）裏冠木下端（丸太梁）裏冠木下端（丸太梁）

唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）唄金物は1カ所2組（水手御門と同じ）

屋根（Aより乱れている）屋根（Aより乱れている）屋根（Aより乱れている）屋根（Aより乱れている）屋根（Aより乱れている）屋根（Aより乱れている）屋根（Aより乱れている）

漆喰塗引戸（全閉か）漆喰塗引戸（全閉か）漆喰塗引戸（全閉か）漆喰塗引戸（全閉か）漆喰塗引戸（全閉か）漆喰塗引戸（全閉か）漆喰塗引戸（全閉か）

2階柱か？2階柱か？2階柱か？2階柱か？2階柱か？2階柱か？2階柱か？

照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）

大扉（下端蹴放なし）大扉（下端蹴放なし）大扉（下端蹴放なし）大扉（下端蹴放なし）大扉（下端蹴放なし）大扉（下端蹴放なし）大扉（下端蹴放なし）

潜戸（蹴放なし）潜戸（蹴放なし）潜戸（蹴放なし）潜戸（蹴放なし）潜戸（蹴放なし）潜戸（蹴放なし）潜戸（蹴放なし）

庇棟積（Aとは異なる）庇棟積（Aとは異なる）庇棟積（Aとは異なる）庇棟積（Aとは異なる）庇棟積（Aとは異なる）庇棟積（Aとは異なる）庇棟積（Aとは異なる）

外構は造成中外構は造成中外構は造成中外構は造成中外構は造成中外構は造成中外構は造成中

桟梁桟梁桟梁桟梁桟梁桟梁桟梁

古写真Ａ （撮影時期：大正から昭和初期、高松市歴史資料館蔵 )

古写真Ｂ （撮影時期：第二次世界大戦前、（公財）松平公益会蔵 )

図２－ 13  古写真の読み取り①

屋根
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照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）

庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）

漆喰塗引戸（全閉）漆喰塗引戸（全閉）漆喰塗引戸（全閉）漆喰塗引戸（全閉）漆喰塗引戸（全閉）漆喰塗引戸（全閉）漆喰塗引戸（全閉）

披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関

漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）

庇腕木庇腕木庇腕木庇腕木庇腕木庇腕木庇腕木

桟梁桟梁桟梁桟梁桟梁桟梁桟梁

出格子板庇出格子板庇出格子板庇出格子板庇出格子板庇出格子板庇出格子板庇

照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）

大扉（意匠はBと同じ）大扉（意匠はBと同じ）大扉（意匠はBと同じ）大扉（意匠はBと同じ）大扉（意匠はBと同じ）大扉（意匠はBと同じ）大扉（意匠はBと同じ）

潜戸（同上）潜戸（同上）潜戸（同上）潜戸（同上）潜戸（同上）潜戸（同上）潜戸（同上）

腕木腕木腕木腕木腕木腕木腕木 棟積の菊丸瓦、輪違棟積の菊丸瓦、輪違棟積の菊丸瓦、輪違棟積の菊丸瓦、輪違棟積の菊丸瓦、輪違棟積の菊丸瓦、輪違棟積の菊丸瓦、輪違

古写真Ｃ （撮影時期：古写真Ａ～Ｂの間、（公財）松平公益会蔵 )

古写真Ｄ （ガラス乾板、奈良文化財研究所所蔵 )

図２－ 14  古写真の読み取り②
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漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）

照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）

桜御門（西妻面が見える）桜御門（西妻面が見える）桜御門（西妻面が見える）桜御門（西妻面が見える）桜御門（西妻面が見える）桜御門（西妻面が見える）桜御門（西妻面が見える）

庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）庇棟積（Aと同じ）
漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）漆喰塗引戸（一部に隙間）

照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）照明（門灯）

披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関披雲閣玄関

古写真 E （ガラス乾板、奈良文化財研究所所蔵 )

古写真 F （撮影：第二次世界大戦前、個人蔵 )

古写真Ｇ 高松城址と西の丸周辺（昭和 3年頃、高松市蔵 )

図２－ 15  古写真の読み取り③
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２）－２.　天守と多聞櫓（ケンブリッジ大学図書館蔵）

　写真の多聞櫓は桜御門の西側に接続していたもの。写真の右手が桜御門であり、桜御門の両脇に

存在した多聞櫓の具体的な形状がわかる唯一の史料である。多聞櫓の石垣は、現状との比較から、

かなり広範囲に積替えが行われて現在に至っていることが判明している。

石垣(正面左側）石垣(正面左側）石垣(正面左側）石垣(正面左側）石垣(正面左側）石垣(正面左側）石垣(正面左側）

石垣(正面右側）石垣(正面右側）石垣(正面右側）石垣(正面右側）石垣(正面右側）石垣(正面右側）石垣(正面右側）

古写真Ａ(Ｃ)古写真Ａ(Ｃ)古写真Ａ(Ｃ)古写真Ａ(Ｃ)古写真Ａ(Ｃ)古写真Ａ(Ｃ)古写真Ａ(Ｃ) 古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ）古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ）古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ）古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ）古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ）古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ）古写真Ｂ(Ｄ,Ｅ,Ｆ） 修理前修理前修理前修理前修理前修理前修理前

木連格子木連格子木連格子木連格子木連格子木連格子木連格子

多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓

下見板下見板下見板下見板下見板下見板下見板

石垣（積換えが著しい）石垣（積換えが著しい）石垣（積換えが著しい）石垣（積換えが著しい）石垣（積換えが著しい）石垣（積換えが著しい）石垣（積換えが著しい）

B～現在で欠失した間詰石B～現在で欠失した間詰石B～現在で欠失した間詰石B～現在で欠失した間詰石B～現在で欠失した間詰石B～現在で欠失した間詰石B～現在で欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石A～Bで欠失した間詰石

【古写真の撮影時期について】

　古写真の撮影時期を検討するため、石垣の間詰石の欠損変遷を整理した。

　古写真Ａでは欠損が見受けられず、Ｂで生じた欠損はそのまま現在に至っている。また、現在

の積石は古写真とほぼ一致しており、現存する石垣は建物が存在した当時とおおよそ同じ状況に

ある。

古写真Ｈ 天守と多聞櫓 (撮影：明治 15 年 12 月 30 日 )

図２－ 16  石垣の変遷検討図
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３） 絵図・文献史料等

３）－１.　絵図の概要

　江戸期高松城の様子を描いたものは 40 点余りあるが、そのうち具体的に桜御門の状況が分かるも

のに以下の絵図がある。これらの絵図には松平氏による大改修以前の様子を描いたものと、改修後

の様子を描いたものがある。

①『高松城下図屏風』（香川県立ミュージアム蔵）

　松平賴重による寛文 11 年（1671）の大改修以前の状況を描いたもので、1640 年代半ばの景観と

考えられている。桜の馬場から三の丸に通じる位置に櫓門（便宜的に桜御門とする）が描かれている。

櫓門より桜の馬場側（絵図奥手側）が対面所であったため、改修後の桜御門とは門正面の向きが逆

になっている。

三之丸

旧対面所

桜馬場

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

桜御門（下見板+漆喰塗）

番所(城内側）

柱も黒塗とする

人々の往来の向き

『高松城下図屏風』（17 世紀中葉、香川県立ミュージアム蔵）（部分、北を手前に描く )

海手門 (Ａ )付近拡大 桜御門 (Ｂ )付近拡大

図２－ 17  高松城下図屏風の桜御門
古太鼓櫓（Ｃ）付近拡大

その他門（Ｄ、Ｅ）付近拡大
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Ａ部分（海手御門）

　Ａ部に描かれている櫓門は海手門（寛文・延宝期の大改修で廃止）であり、現存する渡櫓はこの

建物の遺構となる石垣を一部転用している。建物は入母屋で、上部漆喰の下見板張とする。三つ道

具や槍などの描写状況を含め、右手側（西側）が城内で、描かれているのは櫓門の内側となる。僅

かに見える控柱は黒塗りとしていない。城内側の窓の有無は不詳である。

Ｂ部分（桜御門）

　Ｂ部は桜御門である。生駒氏の時代は絵図手前（北側）が正面であったことを受け、後述する絵

図では門の正面が描かれているとされる。一方で、本来城内側に位置すべき番所は、門外側に描か

れていることになる。桜御門の右脇（西側）には、松平時代にある多聞櫓が描かれていないが、石

垣の形状は大差がない。建物は上部を漆喰塗とする下見板張の入母屋造であり、窓らしきもの（天

守は格子窓を描いており、突上戸か？）が 3 つ（又は 4 つ）ある様子が描かれている。柱は黒塗り

であり、根巻金物が描かれている。

Ｃ部分（古太鼓櫓）

　旧大手にあたる古太鼓櫓は、松平氏による大改修後は桝形・櫓門等は存置されたまま廃止され、

対面所のあった位置に大手を移設している。櫓門は切妻で城内側に窓を描かない。壁は漆喰塗で、

土台付近は木部表しのように見える。桝形石垣の土塀は腰を下見板張とし、下見板のない櫓門とは

意匠的に不均衡である。櫓門右手には番所が描かれている。

Ｄ、Ｅ部分（その他門）

　いずれも、門の内側に小規模な番所を描いている。

門の有無は明記が無く不明。

古太鼓御櫓(C部)は桝形のみ描く

対面所

下臺所

（他門でも同様の表記とする。）

【桜御門】南(下)に向かい「門」と記す。

西(左）に向かい「裏門」と記す。

図２－ 18 『生駒家時代讃岐高松城屋敷割図』（高松市歴史資料館蔵）

門の有無は明記が無く不明。

古太鼓御櫓(C部)は桝形のみ描く

対面所

下臺所

（他門でも同様の表記とする。）

【桜御門】南(下)に向かい「門」と記す。

西(左）に向かい「裏門」と記す。
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　生駒時代の高松城の屋敷割を描いた『生駒家時代讃岐高松城屋敷割図』（高松市歴史資料館蔵）と

比較すると、対面所・古太鼓櫓・海手御門の位置に城下図屏風との違いはない。桜御門の位置には

南に向かって「門」と注記されており、正面が北側であったことが推定される。（これは、『小神野夜話』

に「桜御門は北表故」とする記載に一致する。）

古太鼓御櫓古太鼓御櫓古太鼓御櫓古太鼓御櫓古太鼓御櫓古太鼓御櫓古太鼓御櫓

「臺所」とする「臺所」とする「臺所」とする「臺所」とする「臺所」とする「臺所」とする「臺所」とする

「対面所」「対面所」「対面所」「対面所」「対面所」「対面所」「対面所」

【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き【桜御門】櫓門を描く。北向の姿図を描き

「弐間半ニ五間」とする。「弐間半ニ五間」とする。「弐間半ニ五間」とする。「弐間半ニ五間」とする。「弐間半ニ五間」とする。「弐間半ニ五間」とする。「弐間半ニ五間」とする。

海手門：「弐間半六間」とする。海手門：「弐間半六間」とする。海手門：「弐間半六間」とする。海手門：「弐間半六間」とする。海手門：「弐間半六間」とする。海手門：「弐間半六間」とする。海手門：「弐間半六間」とする。

【渡櫓の梁間寸法】【渡櫓の梁間寸法】【渡櫓の梁間寸法】【渡櫓の梁間寸法】【渡櫓の梁間寸法】【渡櫓の梁間寸法】【渡櫓の梁間寸法】

2.7尺×6間＝16.2尺2.7尺×6間＝16.2尺2.7尺×6間＝16.2尺2.7尺×6間＝16.2尺2.7尺×6間＝16.2尺2.7尺×6間＝16.2尺2.7尺×6間＝16.2尺

つまり6.48尺×2間半に相当つまり6.48尺×2間半に相当つまり6.48尺×2間半に相当つまり6.48尺×2間半に相当つまり6.48尺×2間半に相当つまり6.48尺×2間半に相当つまり6.48尺×2間半に相当

⇒海手門絵図記載に一致する⇒海手門絵図記載に一致する⇒海手門絵図記載に一致する⇒海手門絵図記載に一致する⇒海手門絵図記載に一致する⇒海手門絵図記載に一致する⇒海手門絵図記載に一致する

海手門の転用範囲海手門の転用範囲海手門の転用範囲海手門の転用範囲海手門の転用範囲海手門の転用範囲海手門の転用範囲

渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓
続櫓続櫓続櫓続櫓続櫓続櫓続櫓 月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓

渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓渡櫓

水手御門水手御門水手御門水手御門水手御門水手御門水手御門

転用範囲転用範囲転用範囲転用範囲転用範囲転用範囲転用範囲

撮影方向撮影方向撮影方向撮影方向撮影方向撮影方向撮影方向

図２－ 19 『讃州高松城之図』（国会図書館蔵）

図２－ 20  渡櫓の旧海手門転用部分概要図
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　生駒時代の状況を描いた『讃州高松城之図』（国会図書館蔵）は寛永 2 年（1625）～ 16 年（1639）

頃の高松城を描いたもので、桜御門や海手門、古太鼓櫓では門の外部側を正面とした姿図を描いて

おり、当時既にこれら諸門が存在し、松平氏に継承されていることがわかる。同絵図では桜御門の

規模について「弐間半ニ五間」とし、海手門について「弐間半六間」とする。現存する渡櫓遺構は、

海手門の部材及び石垣の南端の一部を転用した遺構であることが知られているが、梁間の２間半（渡

櫓の梁間は、1 間＝ 6.48 尺とする）は海手門の記載寸法に一致する。また、桜御門も想定される梁

間寸法は 2間半程度（同上）である。桜御門の桁行は現存する石垣天端寸法から 6間程度が想定され、

『讃州高松城之図』のものとは相違するが、これは松平期に改修を受けた結果であると考えられる。

なお、『高松城下図屏風』に描かれた桜御門は、桁行が石垣にほとんど載っておらず、松平期改修以

前の状況を示している可能性が想定される。

　以上の変遷を踏まえ、『高松城下図屏風』に描かれた桜御門について総括すると、桜御門は北を正

面とする生駒期から存在した櫓門として松平氏に継承されたと考えられ、番所の状況から内側を描

いたものとも考えられるが、三之丸御殿は未完成であり、依然として対面所は桜の馬場にあること

と登城方向（及び人物の描写）を考慮すると、北側（絵図の手前側）が正面である必要があり、建

物の正面は焼失前と同じ南であったとは考えにくい。

　なお、『高松城下図屏風』に描かれているとおり、生駒期の高松城では漆喰塗の大手門（古太鼓櫓）

以外の多くの建物は下見板張りが主体であった。一方で高松城を撮影した多くの古写真や各種絵図

からは、高松城の諸建物は漆喰壁で統一されていたことが知られる。焼失前の桜御門は城内でも数

少ない下見板張の事例であるが、以下のような可能性が推察された。

　まず、『讃州高松城之図』では古太鼓櫓のみ下見板張としておらず、生駒期には下見板張が主流で

あったことと矛盾していることについては、古太鼓櫓が大手門として古式な（正式な）意匠を採用

したためであったと考えられる。古太鼓櫓は生駒時代から存在した櫓門であり、1640 年代半ばでは、

唯一総漆喰塗の大手門に位置する櫓門であった。広島城を例にすると、城内建物を腰下見板張とす

るが、毛利時代に創建した城門（本丸中御門、二ノ丸表御門など）は柱・長押・舟肘木を表わす漆

喰塗真壁造であって、他の建物と櫓門の意匠を区別していたことが知られる。高松城の古太鼓門も、

もとは対面所や大身の家臣屋敷が存在した西の丸～桜馬場に至る大手門に相当することから、生駒

期に表門特有の特別な意匠の櫓門（表門）として創建し、そのまま松平氏が継承した可能性が考え

られる。

　次に、 松平氏による寛文～延宝期（1661 ～ 1680）の大改修によって城内建物は漆喰塗建物が多数

を占めるようになっていったと考えられる。松平賴重が入城した寛永 19 年（1642）から寛文期まで

は、二ノ丸郭を整備して藩主居館を建築し（小神野夜話）、多聞櫓等の修築などを度々行っているこ

とから、桜御門の改修は寛文～延宝期の大改修をさかのぼって実施されていた可能性も考えられる。

　すなわち、比較的早い時期に桜御門の正面方向を改める等の必要が生じ、周辺の下見板張多聞櫓

に合せて（あるいは利用しながら）修繕を行った結果、最終的に数少ない下見板張建物となった可

能性がある。桜御門の西側多聞櫓は生駒期にはなく、松平氏の創建による櫓であるが、古写真によ

れば下見板張であり、桜御門の東側に既に存在していた生駒期の多聞櫓意匠に合せて整備された可

能性がある。これは、生駒期の遺構を利用（転用）して松平氏が現在の渡櫓に改修していることと
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共通し、前時代の建物を必要に応じて利用していたことを裏付ける一例である。また、交代した大

名家や藩主各々の整備によって真壁造・下見板・漆喰大壁など多様な意匠が混在していた岡山城も

同様の事例と言える。

②『高松御城全図』（鎌田共済会郷土博物館蔵）

　城内建物の状況から幕末の高松城内を描いたものと考えらえる絵図（昭和 6年の模写）で、内容は

披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣

天守天守天守天守天守天守天守

桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門

出窓あるいは庇、または門扉出窓あるいは庇、または門扉出窓あるいは庇、または門扉出窓あるいは庇、または門扉出窓あるいは庇、または門扉出窓あるいは庇、または門扉出窓あるいは庇、または門扉
龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓

（下古写真参照）（下古写真参照）（下古写真参照）（下古写真参照）（下古写真参照）（下古写真参照）（下古写真参照）

石段石段石段石段石段石段石段

（現存）（現存）（現存）（現存）（現存）（現存）（現存）

下屋と推定下屋と推定下屋と推定下屋と推定下屋と推定下屋と推定下屋と推定 石段（現存しない）石段（現存しない）石段（現存しない）石段（現存しない）石段（現存しない）石段（現存しない）石段（現存しない）

多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓

「御門及御廊子」とし、「御門及御廊子」とし、「御門及御廊子」とし、「御門及御廊子」とし、「御門及御廊子」とし、「御門及御廊子」とし、「御門及御廊子」とし、

門・庇を示す印と推定される。門・庇を示す印と推定される。門・庇を示す印と推定される。門・庇を示す印と推定される。門・庇を示す印と推定される。門・庇を示す印と推定される。門・庇を示す印と推定される。

（右手に桜御門が接続）（右手に桜御門が接続）（右手に桜御門が接続）（右手に桜御門が接続）（右手に桜御門が接続）（右手に桜御門が接続）（右手に桜御門が接続）
絵図の多門櫓絵図の多門櫓絵図の多門櫓絵図の多門櫓絵図の多門櫓絵図の多門櫓絵図の多門櫓

桜(櫻)御門桜(櫻)御門桜(櫻)御門桜(櫻)御門桜(櫻)御門桜(櫻)御門桜(櫻)御門

門・庇を示す印と推定門・庇を示す印と推定門・庇を示す印と推定門・庇を示す印と推定門・庇を示す印と推定門・庇を示す印と推定門・庇を示す印と推定

絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』

図２－ 21 『高松御城全図』（年代不詳、鎌田共済会郷土博物館蔵）

桜御門付近拡大

図２－ 22  古写真Ｈ　天守と多門櫓（ケンブリッジ

大学図書館蔵）
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『旧高松御城全図』に類似している。中堀内の詳細な建物の配置が描かれているほか、建物名称の記

載がある。桜御門の両脇には「御多門」として多聞櫓の平面形を描く。桜御門は両脇の多聞櫓とは

区別して着色され、正面側（南側）に突出部（凡例参照）を描く。

披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣

天守天守天守天守天守天守天守

月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓月見櫓

艮櫓艮櫓艮櫓艮櫓艮櫓艮櫓艮櫓

桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門

櫻之馬場櫻之馬場櫻之馬場櫻之馬場櫻之馬場櫻之馬場櫻之馬場

披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣披雲閣

多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓

門・庇門・庇門・庇門・庇門・庇門・庇門・庇

を示す印を示す印を示す印を示す印を示す印を示す印を示す印

多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓多聞櫓

龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓龍櫓

桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門桜御門

絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』絵図『凡例』

『高松御城全図』と同じ『高松御城全図』と同じ『高松御城全図』と同じ『高松御城全図』と同じ『高松御城全図』と同じ『高松御城全図』と同じ『高松御城全図』と同じ

図２－ 23 『旧高松御城全図』（年代不詳、香川県立ミュージアム蔵）

桜御門付近拡大
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③『旧高松御城全図』（香川県立ミュージアム蔵）

　松平賴重による改修後の絵図で幕末の状況を描いたものと考えられる。注記の多くは左横書きの

ため、近代以降に調製された可能性もあるが、描写は精密である。

４） 間取り、近代文献

４）－１. 聞取り調査等

　当時高松城を管理していた人物（Ａ氏）への聞取り調査により、側面に出入口があり、内部の床

は板張、乳金物は鉄製であったことなど、明確に記憶している事項については参考とした。記憶が

あいまいな事項については、その他根拠史料を含め、総合的に判断した。

 聞き取り調査の概要は以下の通りである。

容　内　り　取　き　聞項　　事

対象者略歴

大正11年（1922）生まれ。幼少時に高松城内で遊んだ経験を持つ。終戦時は中国の大連に在住、昭和
22年に帰国。昭和23年市役所入庁。
昭和28年に退職、翌29年から松平公益会勤務。A氏の実家は松平家の家扶を努めた上野家で、曽祖
父は11代藩主賴聰の教育係を経て御用人・奉行になった人物であり、高松城の実質的な管理責任者で
あった。

焼失時の状況 詳細不明。焼け残った瓦などは中堀の土橋付近の埋め立てに使用した。

明治以降の修理履歴
披雲閣建設や旭門については修理記録があるが、桜御門は記録がない。
（ただし、明治23年払下げ以降に両脇多聞櫓が撤去されており、その際に記録に無い改変が行われた
可能性がある。また、復元工事後に大正期の修理見積仕様書が発見された。）

当時の利用状況
材木などのガラクタが収納されていた。庭師の昼食所兼休憩所になっていた。旭門の外側と桜御門北西
側に警察官詰所があり、各1名が警備にあたっていた。警察官（請願従事者）の給与は松平家が負担し
ていた。城内に一般人は入れなかった。戦後、城内の詰所建物は譲渡。

入口の位置
西側から入っていた。東側の入口は記憶にない。三之丸南東隅の階段から石垣上に登り、入口付近に
2・3段の段差があった。北面から直接入ることは出来ない。

北面仕上げ、窓の状況
　南側が正面であるため、北側の状況はよく覚えていない。外部仕上げは表と変わらないのが普通では
ないか。窓についてはよく覚えていない。1階からの階段・梯子はない。

内部仕様
はっきりと覚えていない。内部は薄暗く、床は板張りであった。天井や壁、柱については記憶にない。ガ
ランドウで広い空間であった。

門部分の材質 乳金物は鉄であった。

関連する伝承・口伝
桜御門については資料がなく不明。大正11年に摂政宮（昭和天皇）が宿泊された時や、翌年の久邇宮
邦彦王、同妃俔子、良子、信子両女王らが来られた時の写真帳に桜御門の北面が写っている可能性が
ある。

４）－２. 国宝指定に伴う資料　

　桜御門は他の艮櫓や月見櫓（着見櫓）とともに国宝指定を受ける予定であり、昭和 18 年に国宝指

定願を提出していたが、昭和 20 年 7 月の空襲により焼失した。　

　国宝指定調査として、これら建物の調査が実施されていたことを当時の地元新聞では報じている

ほか、ガラス乾板で保存されている文化庁所蔵の古写真 2 枚は垂直を意識した建築写真としてあお

り撮影が行われており、指定準備段階で撮影した写真と考えられる。

表２－ 3  聞き取り調査成果一覧表
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５） 類例建物

５）－１.　 類例建物の選択理由

　桜御門の復元計画において、二之丸月見櫓、続櫓、渡櫓、水手御門並びに旧東之丸艮櫓における

柱間寸法、開口部などの細部、さらには基礎、土台、小屋組、屋根などの架構を類例とした理由は、

同じ高松城内の建物であることと、いずれの建物も松平氏が入城した直後の同時期に建てられたこ

とから、建築的に共通する点が数多く存在するものと推測されるためである。

５）－２. 　類例建物の概要

A　二之丸月見櫓   三重三階、隅櫓、三重屋根入母屋造、本瓦葺、桁行 33.9 ×梁間 33.9 尺 ( 一階 )、

延寳４年 (1676) 頃竣工、昭和 8年に松平家が修理

B　二之丸続櫓  単層屋根入母屋造、本瓦葺、桁行９間、梁間６間、桁行 30.0 ×梁間 16.2 尺

C　二之丸渡櫓  単層屋根入母屋造、本瓦葺、桁行 12 間、梁間６間、桁行 36.5 ×梁間 16.2 尺

D　二之丸水手御門  一間一戸門、切妻造、本瓦葺、桁行 15.2 ×梁間 6.3 尺

E　旧東之丸艮櫓   三重三階隅櫓入母屋造、本瓦葺、桁行６間、梁間６間、桁行 33.2 ×梁間 33.2 尺、

延寳５年 (1677) 竣工、以後の修理記録は発見できず

史 跡 指 定

史跡追加指定

凡　　　　例

二の丸跡
三の丸跡

本丸跡

桜の馬場跡

北の丸跡

0 50 100ｍ

月見櫓

続櫓

水手御門

渡櫓

桜御門

艮櫓

図２－ 24  史跡高松城跡平面図

図２－ 25 （左から）二之丸月見櫓、続櫓、水手

御門、渡櫓　各全景（西より見る）

図２－ 26   旧東之丸艮櫓　全景（西より見る）
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５）－３.　 類例建物から参照した内容

A　柱間寸法の検討

月見櫓・・・6.48 尺、海側の正面に位置する格式高い櫓、天守と同じ基準柱間寸法

続櫓・・・・桁行 6.0 尺（半間が 3尺）、梁間 6.48 尺（2.7 尺× 6＝ 6.48 尺× 2.5 間）

渡櫓・・・・桁行 6.3 尺（半間が 3.15 尺）、梁間は続櫓と同様

艮櫓・・・・6.3 尺、かつて月見櫓の後方（東）に位置し、外部に長押がない

　渡櫓の南端部分は生駒時代に築造された石垣を利用しており、梁間寸法の計画は旧石垣を転用し

た結果であると考えられる。昭和 32 年の修理では、渡櫓の南端軸部は生駒時代に櫓門であった同建

物の部材を転用して改修されていたことが判明している。現存する桜御門の石垣天端寸法は、基準

柱間寸法を 6.48 尺とし、その倍数として櫓を計画した場合が最も矛盾なく収まる。

6.48尺（天守と同じ基準柱間）
松平氏時代の築造：柱5.5寸角

生駒氏時代の転用部：柱4.3寸角

続櫓 月見櫓

旧鏡柱礎石 海手門の転用範囲

(石垣、軸部、妻壁等）

梁間6.48尺×2.5間

6.3尺の基準柱間

旧冠木転用材

桁行6.3尺（半間が3.15尺）

渡櫓

桁行6尺（半間が3尺）

水手御門

Ｃ ＡＢ

Ｆ

Ｈ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

図２－ 27  月見櫓、続櫓、水手御門、渡櫓平面図

『重要文化財高松城二之丸　月見櫓・続櫓・渡櫓・水手御門　修理工事報告書』所収図に加筆　

※月見櫓・続櫓・渡櫓・水手御門の各図はいずれも同書所収図からの出典

図２－ 28  海手門遺構図（渡櫓土台伏図） 図２－ 29  艮櫓 1階平面図

『重要文化財高松城旧東之丸艮櫓移築修理工事報告書』所収図に加筆
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続櫓外観（西面）　撮影：Ａ 渡櫓外観（西面）　撮影：Ｂ

水手御門正面（西面）　撮影：Ｃ 水手御門背面（東面）　撮影：Ｄ

続櫓・月見櫓外観（東面）撮影：Ｅ 渡櫓外観（南東面）撮影：Ｆ

渡櫓妻面（北面）撮影：Ｇ 渡櫓石垣（東面、旧海手門石垣）撮影：Ｈ

図２－ 30  月見櫓、続櫓、水手御門、渡櫓各部写真
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B　開口部など細部の検討

　桜御門の各古写真によると、大戸吊元上部となる鏡柱上部には 2 つの乳金物を使用しており、吊

元 1 箇所につき 2 つの壺金を使用していることが判明する。稀な事例であるが、水手御門の扉も同

様の手法を採用していることから、両者の形式は類似している可能性が高い。このことから、大戸

は古写真の状態を参考にしつつ、細部・背面については水手御門の大戸を参考とした。また、実施

では敷地南東の旭門（高麗門、推定幕末）の金物形状を参考とした。

C　基礎、土台、小屋組、架構の

検討

　高松城内に現存する城郭の建

造物遺構は、通常外部及び内部

を大壁としており、当城の特色

と見なせる。

　また、続櫓・渡櫓では、城外

に面する内壁については大壁と

し、城内側は真壁とする法則性

水手御門大戸外面 水手御門大戸内面 水手御門大戸吊元

大戸肘壺金物

水手御門立面・断面図

図２－ 31  開口部等類例（水手御門）の細部写真・図面

渡櫓城内側の内壁 続櫓城外側の内壁

図２－ 32  内壁の類例
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がある。

　同櫓の小屋組は一般的な折置組とせず、桁行に独立柱を建てて上部桁行に敷梁（中引梁）を架け、

上部に直交して投掛け梁を架ける方式を採っている。これらの形式及び室内細部造作等については、

現存する建造物遺構を参考にして形式を決定した。

城外側内壁は大壁

城内側内壁は真壁

敷梁を受ける中央柱

城外側内壁は大壁

城内側内壁は真壁

敷梁を受ける中央の柱

投掛け梁

敷梁

敷梁を受ける梁間中央の柱

渡櫓平面図 続櫓平面図

続櫓梁間断面図

渡櫓桁行断面図

図２－ 33  続櫓・渡櫓図面と内部

渡櫓小屋組 渡櫓入口
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第２項　桜御門復元検討

１）建物構造・意匠等の復元根拠

（１）一階平面

　　・１階平面は、現存する礎石の実測寸法により柱間、配置を決めた。

　　・ 同城内の類例（水手御門）では、柱間寸法を基準として比例値から各部寸法を決定している。

 桜御門でも同様の手法を想定し、実測値から計画寸法を決定した。

＜水手御門の寸法比例関係＞

水手御門の柱間寸法と各柱寸法の関係について検証すると、以下の通り柱間寸法や柱断面寸法に相

関関係が認められた。

　柱間 10.5 尺 × 2 ／ 15 = 1.4 尺 ( 鏡柱正面見付 )

　鏡柱 14 寸 × 2 ／ 3 = 9.33 寸（控柱 9.3 に近似）　　

　また、15.2 尺 ÷ 13 = 1.169 → 1.17 尺として

　　　 1.17 × 9 コ分 = 10.53 尺 ( 鏡柱間に近似 )

　　　 1.17 × 2 コ分 =  2.34 尺 ( 袖柱間に近似 )

　また、1.4 尺 ÷ 13 = 1.0769 → 1.07 寸として

　　　 1.07 × 8.5 = 9.095 寸 ( 鏡柱見込 9.0 に近似 )

　　　 1.07 × 8 = 8.56 寸 ( 袖柱 8.5 に近似 )

　桜御門の１階平面は、現存する礎石の実測寸法と水手御門の寸法関係により柱間、配置を決めた。

19.44 ÷ 13=1.49538 … 1.5 尺として、1.5 尺 × 8.5 ＝ 12.75 尺

　以下、鏡柱見附寸法から各部寸法が派生し、礎石と礎石上部の柱痕跡に良く一致することを確認

した。

　以上から実測値との比較により順次各寸法を決定した。

＜桜御門の計画寸法検討＞

図２－ 34  水手御門の寸法関係図

図２－ 35  桜御門柱間実測寸法（単位：mm） 図２－ 36  桜御門 1階の寸法関係図（単位：尺）
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（ mm ） （ 尺 ）

ろ－　５　鏡柱 600　×　395 594　×　396 1.96　×　1.31

ろ－　９　鏡柱 597　×　392 594　×　396 1.96　×　1.31

ろ－１１　袖柱 413　×　383 409　×　379 1.35　×　1.25

ほ－　４　側柱 303　×　306 303　×　303 1.00　×　1.00

ほ－１２　側柱 300　×　304 303　×　303 1.00　×　1.00

ち－　４　側柱 308　×　306 303　×　303 1.00　×　1.00

ち－１２　側柱 301　×　300 303　×　303 1.00　×　1.00

ぬ－　４　側柱 424　×　427 424　×　424 1.40　×　1.40

ぬ－１２　側柱 426　×　428 424　×　424 1.40　×　1.40

実測値（ mm ）
決定寸法

（ mm ）

鏡柱間 ５～　９間 ろ通り 3,862.5 3,860 12.74

脇間間 ９～１１間 ろ通り 2,020 2,030 6.70

　４通り 1,420.5
１１通り 1,383.5
　４通り 1,384
１１通り 1,378
　４通り 1,416.5
１１通り 1,442

側柱間

ろ～ほ間

ほ～ち間

ち～ぬ間 1,424 4.70

実測値（ mm ）

1,394 4.60

1,394 4.60

（ 尺 ）

決定寸法

表２－ 4  各柱の実測寸法及び決定寸法一覧（単位：mm、尺）

表２－ 5  1 階各柱間の実測寸法及び決定寸法一覧（単位：mm、尺）

図２－ 37  1 階平面決定寸法（単位：尺）
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（２）櫓部分（二階）平面

検討部位 決定寸法、形式等 根　拠 備　考

総幅　　　　38.88尺

基準柱間　　 6.48尺

柱間　 2.82～3.88尺

（中央部　　 4.60尺）

総幅　　　　16.20尺

基準柱間　　 6.48尺

柱間　　　　 2.70尺

（出入口部　 3.45尺）

　柱 断面寸法　　　5.5寸 類例建物（城内、渡櫓） 独立柱：6.6寸角

小屋組 独立柱で敷梁を受ける 類例建物（城内、渡櫓）

桁　行 石垣遺構、類例建物（城内）、古写真
柱間は表庇腕木、櫓梁尻
位置に一致させた

梁　間 石垣遺構、類例建物（城内）

2.92 2.92 3.88 2.82 4.6 4.6 4.6 2.82 3.88 2.92 2.92

2
.
7

2
.
7

2
.
7

2
.
7

3
.
4
5

1
.
9
5

1
6
.
2
0

38.88

1 1514132 3 5 6 7 8 10 11

い

は

に

へ

と

り

ぬ

側柱：5.5寸角

独立柱：6.6寸角

Ｎ

① 桁行寸法の検討

　桜御門 2階の桁行寸法の考察では、以下の要素を考慮した。

1. 石垣遺構の桁行天端外法寸法が 40.5 尺（既存石垣の外端寸法）であること

2. 城内の類例（渡櫓）によれば壁厚は厚 6寸であること

3. 城内の類例によれば、基準柱間寸法が 6尺（続櫓桁行）、6尺 3寸（艮櫓、渡櫓桁行）、6尺 4寸 8分（月

見櫓、渡櫓・続櫓梁間）の 3種類があること

　上記 3 点から、桜御門も壁厚や基準寸法が城内の類例と同じであったと想定すれば、基準柱間寸

法と総幅の組合せとして次の 3種類が考えられた。

　イ . 6.0 尺× 6.5 間 +0.6 × 2（壁厚）＝ 40.2 尺＜ 40.5 尺　

　ロ . 6.3 尺× 6.0 間 +0.6 × 2（壁厚）＝ 39.0 尺＜ 40.5 尺

　ハ . 6.48 尺× 6.0 間＋ 0.6 × 2（壁厚）＝ 40.08 尺＜ 40.5 尺

　また、古写真から読み取れる情報を整理すると、出格子の桁行寸法（A × 3）は、1 階の鏡柱～

袖柱間寸法とほぼ同じ寸法であることがわかり、礎石遺構での検討より、鏡柱～袖柱真々寸法は

19.44 尺であること、古写真解析の算出値から、出格子の柱間 A=6.48 尺となる。基準柱間寸法は 6.48

尺となり、桁行総幅は前述のハ . の 6.48 尺× 6.0 間 =38.88 尺となる。これより、出格子両端から

東西石垣両端までは、それぞれ 6.48 尺× 1.5 間（=1.5 Ａ）の壁面となり、出格子の取付位置や古

表２－ 6  櫓（2階）平面決定寸法

図２－ 38  櫓（2階）平面図（単位：尺）
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写真に写る軒下の塗籠の腕木位置と、表庇の腕木位置が一致し、内部には柱が想定されること、渡

櫓などの事例では腕木間の半間ごとに柱を設けており桜御門でも同様であったと考えられることか

ら、これらの条件を満たす配置として桁行柱間を決定した。

　また、古写真を確認すると、櫓上屋及び表庇を支える腕木通り真は一致し、これは出格子部に等

間隔で割付けた竪格子の隙間から確認できる建物内の柱4箇所と一致する。この柱4本の柱間総長（＝

Ｂ）は、古写真解析の結果から 13.8 尺（基準柱間 6.48 尺× 2間よりも長く、6.9 尺× 2間分に相当）

となり、これを 3等分した寸法（＝Ｂ× 1/3）が格子内の柱間寸法であったと判断した。

②梁間寸法の検討

Ａ×1.5Ａ×1.5

柱
真

柱
真

柱
真

柱
真柱

真

B×1/3 B×1/3 B×1/3

Ｂ＞２Ａ

石
垣
端
部
柱
通
り

＝

腕
木
　
柱
真

石
垣
端
部
柱
通
り

Ａ

礎石より19.44尺（＝約3A）

Ａ Ａ

櫓桁行中心

庇腕木

腕木

上記の長さB

石垣端部
庇腕木

腕木

　桁行方向は 6.48 尺を基準とした寸法であることから、梁間方向でも同様である可能性が高い。ま

た、渡櫓について、櫓の梁間寸法は松平氏以前の生駒時代の石垣をそのまま使用した結果、6.48 尺

の 2間半分（＝ 16.2 尺）を 6等分した 2.7 尺を半間とし柱を配置している。

　桜御門の梁間寸法を 16.2 尺とした場合、梁間側の石垣天端寸法が約 18.5 尺であるから、壁厚（渡

櫓より柱真より 6寸厚）を考慮しても矛盾が生じない。また、北側石垣天端に残る赤変した被熱痕や、

南側石垣天端の加工痕跡と柱通りが一致することから、梁間の柱間真々総長は 16.2 尺であると想定

した。また、柱の割り付けは渡櫓に準拠して 6 等分となる 2.7 尺とし、入口部分は渡櫓出入口の柱

間寸法を参考にして、柱間を 3.45 尺に配置した。

図２－ 39  古写真による割付検討

古写真 Eによる割付検討

囲み部拡大 古写真 D　出格子部分拡大
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（３）屋根

① ② ③ ④ ⑤ ⑩ ⑮

① ⑤ ⑩ ⑮ ⑳ 21

櫓桁行中心

垂木枝割⇒

瓦割検討⇒

庇枝割 ⇒

6.7尺を5分割 4.6尺×3間を10分割

6.48尺×3間÷15枝＝1.296尺（≒1.3尺）

櫓桁行中心

17.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

　古写真 C・Ｄから各割付寸法を算出した。瓦は古写真 E より、出格子 3 間分の間に丸瓦が 21 通り

あることから、6.48 尺（＝ 64.8 寸）× 3 間÷ 21 ＝ 9.25 寸となり、9 寸平瓦を用いた本瓦葺である

と判断した。

　垂木数は同じく古写真Eにより決定した。出格子3間分の間に15枝垂木が配されていることから、

1間を 5分割（＝ 1尺 2寸 9分 6厘よりほぼ 1尺 3寸）であると判断した。

　軒出は古写真 C により決定した。出格子の中心が建物中心であると判断されることから、中心か

ら隅木までの枝数は 17.5 であることから、ここから建物桁行半分（3 間）の枝数を差し引いたもの

が軒出枝数となる。1間は 5枝であるから、

　　17.5 枝－ 3間× 5枝＝ 2.5 枝、つまり、半間分である 3.24 尺であると判断した。

　梁間は 2 間半を 5 枝で割付けると端数が生じる。城内の類例である渡櫓では、梁間の枝割は桁行

の枝割寸法に近似する割付となるよう梁間全体で割付調整していることから、桜御門でもこれに倣

うこととし、妻側は（両端軒出＋梁間寸法）を全体で 18 枝に割付け、1枝を 1尺 2寸 6分とした。

　棟は古写真や城内類例から判断し、大熨斗 2段、肌熨斗 1段、菊丸 1段、積熨斗 1段、片輪違 1段、

雨熨斗 2 段、雁振 1 段とした。面戸、目地、継手は漆喰塗とし、大熨斗天端には千鳥に小判漆喰が

あるものと判断した。また、大屋根の丸瓦軒先 3 枚と、棟際 3 枚は継手・腹漆喰で目地を押え、鬼

は背面に影盛があるものと判断した。

　庇は現地で保管されている丸瓦葺足寸法（183 ㎜）や、古写真では丸瓦 4 枚＋熨斗積が出幅と考

えられることから、古写真での見え方を参考に勾配 5 寸とし、妻螻羽、降棟、隅棟についても古写

図２－ 40  古写真Ｅ　瓦・垂木割検討図

図２－ 41  軒出検討図
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真の状況に倣った。鬼瓦、鯱等役物瓦、及び懸魚については城内の類例を参考としながら古写真の

意匠を再現した。

（４）意匠・外装

鳥衾瓦

葵紋

雲形渦

腹漆喰

三つ巴・宝珠紋
（巴は右巻もある）

唐草紋か？

影盛
（軒先の三枚）

影盛

鯱瓦（鰭欠損）

継手・腹漆喰

小判型漆喰

継手・腹漆喰

面戸漆喰

小判型継手漆喰

素丸瓦

割熨斗瓦
輪違(半組)
割熨斗瓦

菊模様小型巴

肌熨斗瓦
台熨斗瓦

熨斗瓦

素丸紐漆喰

小判型継手漆喰

丸瓦継手・腹漆喰

(棟際より3枚)

面戸漆喰塗

素丸瓦

割熨斗瓦

割熨斗瓦
輪違(半組)
割熨斗瓦

菊模様小型巴

肌熨斗瓦
台熨斗瓦

(台熨斗肌熨斗共)
継手漆喰

小判型継手漆喰

素丸紐漆喰押え

素丸紐漆喰押え

1.
73

尺
（

52
5m

m）
古写真Ｅ　大棟の詳細

大棟復元断面図 大棟復元立面図

古写真Ｅ　降棟詳細 古写真Ｄ　軒瓦詳細

続櫓大棟鯱瓦（類例） 渡櫓大棟蕪懸魚（参考例）

図２－ 42  細部検討資料
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【出格子】

　出格子は古写真の状況から竪格子は断面が菱型、中段に框を構え、腰は板嵌とし、屋根を含めて

全体が木部表しである。屋根は横板 2枚に猿頭（押え木）を流した板庇であり、端部は破風板で押え、

破風天端に品板を配している。出格子の正面出幅は、発掘された庇丸瓦が効足 183 ㎜の短い丸瓦で

あり、軒先より 3 枚目の位置に出格子の土台が位置することから、櫓の側柱真から 1.3 尺を格子柱

真とした。また、現存例である姫路城ヨの渡櫓の出窓板庇、竪格子は彦根城太鼓門を参考とし、古

写真に合せた。

3

2

1

丸
瓦
３
枚

出格子の土台

格子

破風・品板

板押え木

65.0

8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5

5.0

2.
5

5.
0

2.
7

3.
5

7.
0

3.
5

8.5

3.5

3.
5

≒8.0 〃 〃 〃

64.8

〃 〃 8.5

2.
1

庇瓦と庇土台の関係 板庇の意匠の詳細

彦根城太鼓門窓平面図（単位：寸）

彦根城太鼓門窓立面断面図（単位：寸）

姫路城ヨの渡櫓出格子（単位：尺）

『国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書Ⅰ（附図）』所収

桜御門出格子窓復元図（単位：寸）

図２－ 43  出格子の古写真

図２－ 44  他城郭の類例と桜御門出格子復元図
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【正面窓】

　古写真 E により、出格子内の窓は引違ではなく引戸であると判断した。古写真 E では、格子の裏

側には室内側の柱と引戸の隙間によって黒い影が生じているものと見られるが、1 階正面庇を支持

する腕木位置から 2 階室内柱の見当をつけ、生じた隙間で引戸が分割されているとすると、少なく

とも 4 枚以上に分かれることが判明する。城内の櫓の窓戸事例では、いずれも戸だまりを設けず、

片引もしくは引分とする場合が大半である。艮櫓の 2 階南面破風の間の窓では、戸溝は 1 本とし、

戸の召し合わせに柱が無いが引分戸としている。桜御門では、開口部の両袖に引分可能な割付を想

定し、4枚の引戸（裏白戸）であったと考え、形状は渡櫓のものに倣った。

室
内
柱
通
り

室
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通
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通
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通
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通
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通
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通
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19.44

61.3（戸幅）

戸車間隔23.5（幅広戸は3箇所有り）

4.
7

4.
7

28
.0

古写真 E　桜御門正面（南面）外観

　柱による影が見える

桜御門正面窓室内展開図（単位：尺）

桜御門正面窓の復元平面図（単位：尺）

古写真 E　窓割付検討図

渡櫓窓戸詳細図（単位：寸）

艮櫓引分戸

（格子は後設の転落防止策）

図２－ 45  正面窓の検討
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【背面窓】

　城内の例では、続櫓・渡櫓ともに城内側にも窓を設ける。ただし、厳密には城門とは機能が異な

るため、櫓門における他城の事例を整理した。（表２－７）　総括すると、背面側（城内側）に窓を

設けない事例は比較的少数で、大半が城内側にも窓を設けている。一概には言えないが、正面側に

設けた開口部とほぼ同様の開口部を背面側に設けるものと、数を抑えて背面側にも設けるものがあ

るが、どちらの場合でも中央部付近に開口部を設ける傾向がある。これらの状況を考慮し、桜御門

の背面では、中央柱間付近の 3 箇所に窓を設けることとし、その意匠については続櫓・渡櫓の窓を

参考に塗籠の格子窓及び引戸として整えた。

9.1 9.16.8 6.8 8.8 8.8 6.8 6.8

3.8 3.0

＜背面窓の櫓門類事例の配置状況について＞

　櫓門の現存等事例について背面窓の状況を整理すると、次表のような結果が得られた。

（窓形式の分類　A タイプ：中央部に集中し、他はなし　B タイプ：中央部に集中し、他にもあり　C

タイプ：分散型（等間隔配置等）もしくは中央部を避けて配置）

・背面窓が有る割合（類例全 36 事例中）

　背面窓有り：26 例⇒ 72.2％、背面窓無し：10 例⇒ 27.8％

・背面窓の形状別割合（背面に窓がある類例 26 事例中）

　背面 Aタイプ：12 例⇒ 46.1％、背面 Bタイプ：6例⇒ 23.1％、背面 Cタイプ：8例⇒ 30.8％

・正面窓が Aタイプの場合の背面窓の形状別割合（背面窓有・正面窓 Aタイプの類例 12 事例中）

　背面 Aタイプ：7例⇒ 58.3％、背面 Bタイプ：2例⇒ 16.7％、背面 Cタイプ：3例⇒ 25.0％

：開口部無し

背面窓分類記号 　　窓配置模式図

：中央部に集中し、他は無し

：中央部に集中し、他にもある

：分散配置、または中央部を避け配置

Ｂ

Ａ

Ｃ

－ 窓なし

渡櫓東面窓内観 渡櫓東面窓外観

渡櫓東面窓塗籠格子詳細図（単位：寸）

図２－ 46  窓の類例

図２－ 47  背面窓の類例の状況表　分類凡例
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城郭名 場所 建物名 建築年代 備考

門部分 桁行3間×梁間1間 正面 BB 中央4間4ヵ所、両１間置いて1間2箇所、格子+土戸

櫓部分 桁行9間×梁間2間 背面 －－ 屋根のため壁面無し

門部分 桁行5間×梁間3間 正面 AA 中央4間4ヵ所、出格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行8間×梁間3間 背面 －－ 無し

門部分 桁行5間×梁間3間 正面 AA 中央4間4ヵ所、出格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行8間×梁間3間 背面 －－ 無し

門部分 桁行5間×梁間3間 正面 AA 中央4間4ヵ所、出格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行8間×梁間3間 背面 －－ 無し

門部分 桁行5間×梁間3間 正面 AA 中央4間4ヵ所、出格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行8間×梁間3間 背面 －－ 無し

門部分 桁行6間×梁間3間 正面 AA 中央4間4ヵ所、出格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行8間×梁間3間 背面 －－ 無し

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 BB
門上部7間7ヵ所、格子窓+土戸、北側１間半おいて1間おき
に3ヵ所、土戸+格子窓

櫓部分 桁行19間×梁間4間 背面 AA 門上部6間6ヵ所、格子窓+土戸

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 BB
門上部6間6ヵ所、格子窓+土戸、北側2間半おいて1間おき
に2ヵ所、土戸+格子窓

櫓部分 桁行20間×梁間4間 背面 AA 門上部6間6ヵ所、格子窓+土戸

門部分 桁行5間×梁間2間 正面 CC 両脇１間半置いて1間おきに3ヵ所、土戸+格子

櫓部分 桁行8間×梁間3間 背面 BB 中央3間3ヵ所、両脇半間置いて半間2ヶ所、格子+土戸

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 CC 中央は１間半開けて１間ずつ3ヵ所、格子窓+土戸

櫓部分 桁行13間×梁間4間 背面 CC 中央4間、脇に１間ずつ2ヵ所、格子窓+土戸

門部分 桁行5間×梁間2間 正面 AA 中央5間5ヵ所、出窓格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行7間×梁間3間 背面 AA 中央5間5ヵ所、格子+板戸+明障子

門部分 桁行3間×梁間1間 正面 AA 5間5ヵ所、格子+板戸+明障子

櫓部分 桁行5間×梁間　間 背面 CC 中央1間空いて1間2ヵ所、板戸+明障子

門部分 桁行3間×梁間3間 正面 AA 中央3間3ヵ所、菱格子+板戸

櫓部分 桁行7間×梁間4間 背面 AA 縁手摺り付き、中央2間2ヶ所板戸

門部分 桁行2間×梁間2間 正面 BB 中央2間2ヵ所、2間・1間半おきに5ヶ所菱格子+板戸

櫓部分 桁行22間×梁間4間 背面 BB 中央3間3ヵ所、東１間半空けて１ヶ所菱格子+板戸

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 －－ 無し（側面に窓を設ける）

櫓部分 桁行3間×梁間2間 背面 －－ 無し（側面に窓を設ける）

門部分 桁行4間×梁間2間 正面 AA 中央5間5ヵ所、出格子+土戸

櫓部分 桁行13間×梁間3間 背面 BB 中央5間5ヵ所、格子+土戸、2間おき1間2ヶ所、土戸+格子

門部分 桁行4間×梁間2間 正面 BB
中央4間4ヵ所、出格子+土戸、両１間半おいて1間2ヶ所、土
戸+格子

櫓部分 桁行10間×梁間3間 背面 BB 中央4間4ヵ所、格子+土戸、１間おき半間2ヶ所、土戸+格子

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 BB
中央7間7ヵ所、半間・2間おきに1間3ヶ所、格子+土戸+明障
子

櫓部分 桁行19間半×梁間5間背面 AA 中央5間5ヵ所、格子+土戸+明障子

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 AA 中央2間2ヵ所、格子+土戸

櫓部分 桁行5間×梁間2間 背面 AA 中央2間2ヵ所、格子+土戸

門部分 桁行2間×梁間2間 正面 AA 中央半間2ヵ所、鉄格子+土戸+明障子

櫓部分 桁行2間×梁間2間 背面 AA 中央半間2ヵ所、竪格子+板戸+明障子

門部分 桁行3間×梁間3間 正面 AA
中央3間3ヵ所、武者窓、両隣１間１ヶ所、花燈窓、東方2間
１ヶ所、出格子窓

櫓部分 桁行10間×梁間4間 背面 BB 中央2間2ヵ所、武者窓、両１間おいて2間2ヵ所、出格子

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 CC
2階-両側に中央から半間置いて半間2ヵ所、格子窓+板戸+
明障子　3階-中央半間4ヵ所、格子窓+板戸+明障子

櫓部分 桁行5間×梁間2間 背面 BB
2階-西端から1間半置いて半間2ヵ所、半間置いて半間1ヶ
所、鉄格子窓+土戸+明障子　3階-西端から1間置いて半間
1ヵ所、1間置いて半間2ヶ所、格子窓+板戸+明障子

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 AA 中央3間3ヵ所、連子窓+突揚板戸

櫓部分 桁行5間×梁間2間 背面 AA 中央1間1ヵ所、引き分け板戸

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 AA 中央1間2ヵ所、連子窓+突揚板戸

櫓部分 桁行4間×梁間2間 背面 －－ 無し

門部分 正面 BB 中央3間3ヵ所、1間おいて1間窓、格子、妻面窓有

櫓部分 桁行10間×梁間3間 背面 －－ 無し

門部分 桁行5間×梁間2間 正面 BB
両端半間置いて半間、1間半おいて半間、半間置いて半
間、計8ヶ所、土戸

櫓部分 桁行12間×梁間3間 背面 AA 中央1間に2ヵ所、土戸

門部分 桁行3間×梁間2間 正面 BB 中央3間と両脇１間半空けて2間の2ヶ所、突上板戸+格子

櫓部分 桁行9間×梁間3間 背面 CC 中央2間の1ヶ所、突上板戸+格子

門部分 桁行1間×梁間2間 正面 AA 中央2間2ヵ所、出格子+土戸

櫓部分 桁行4間×梁間2間 背面 －－ 無し

門部分 桁行2間×梁間1間 正面 AA 中央左2間2ヵ所、1間おいて1間1ヵ所、出格子+土戸

櫓部分 桁行3間×梁間1間 背面 CC 中央2間2ヵ所、土戸+格子

門部分 桁行2間×梁間1間 正面 AA
中央4間4ヵ所、出格子+土戸、両１間半おいて1間2ヶ所、土
戸+格子

櫓部分 桁行5間×梁間1間 背面 CC 中央4間4ヵ所(半間2ヶ所×2）、格子+土戸

門部分 桁行12間×梁間4間 正面 CC 1間おきに１間ずつ4ヵ所

櫓部分 桁行3間×梁間2間 背面 CC 1間おきに１間ずつ4ヵ所

門部分 桁行3間×梁間1間 正面 CC
中央1間空けて脇に半間ずつ2ヶ所と左側１間空けて半間
1ヶ所、格子+塗籠板戸

櫓部分 桁行10間×梁間3間 背面 AA 中央寄りに半間1ヶ所、塗籠板戸+格子+明障子

門部分 桁行5間×梁間4間 正面 CC 脇1間ずつ空けて半間2ヶ所、塗籠板戸+格子+明障子

櫓部分 桁行10間×梁間3間 背面 CC 中央半間おきに半間6ヵ所、塗籠板戸+格子+明障子

門部分 桁行2間×梁間2間 正面 AA 半間2ヶ所、板戸+格子+明障子

櫓部分 桁行3間×梁間2間 背面 AA 半間2ヶ所、板戸+格子+明障子

門部分 桁行5間×梁間1間 正面 CC 1階-連子窓+土戸　2階-1間おきに1間5ヶ所、土戸

櫓部分 桁行15間×梁間3間 背面 CC 1階-連子窓+土戸　2階-1間おきに1間7ヶ所、土戸

門部分 桁行2間×梁間1間 正面 AA 右3間3ヵ所、突上板戸+格子+明障子

櫓部分 桁行5間×梁間2間 背面 AA 中央2間2ヵ所、突上板戸+格子+明障子

開口部の配置状況

福山城
（松前城）

北海道
松前町

本丸御門
嘉永6年
(1853)

規模

松山城

高知城

佐賀城

熊本城

青森県
弘前市

東京都
千代田区

新潟県
新発田市

石川県
金沢市

長野県
小諸市

滋賀県
彦根市

二条城

大坂城

和歌山城

姫路城

福山城

丸亀城

弘前城

江戸城

新発田城

金沢城

小諸城

彦根城

愛媛県
松山市

高知県
高知市

佐賀県
佐賀市

熊本県
熊本市

 二の丸南門

二の丸東門

三の丸追手門

三の丸東門

北の郭北門
（亀甲門）

田安門

京都府
京都市

大阪府
大阪市

和歌山県
和歌山市

兵庫県
姫路市

広島県
福山市

香川県
丸亀市

二の丸東大手門

二の丸北大手門

多聞櫓

岡口門

清水門

本丸表門

石川門

大手門

三の門

太鼓門

廊下門

詰門

黒鉄門

鯱の門

不開門

慶長16年
(1611)

慶長16年
(1611)

慶長16年
(1611)

慶長16年
(1611)

慶長16年
(1611)

大手門

筒井門

隠門

筋鉄門

内門

追手門

備前門

菱の門

ぬの門

との一門

はの門

本丸筋鉄御門

天秤櫓

本丸櫓門

元和7年
(1621)

慶長14年
(1609)頃

慶長11年
(1606)

慶長11年
(1606)

寛永2～3年
(1625～26)

寛永2年
(1625)

寛永2～3年
(1625～26)

嘉永元年
(1848)

寛永13年
(1636)

万治元年
(1658)

江戸中期

天明8年
(1788)

慶長18年
(1613)

明和3年
(1766)

享和元年
(1801)

享和2年
(1802)頃

享和2年
(1802)頃

享保15年
(1730)

天保7年
（1836）

慶応2年
(1866)

江戸前期

寛文10年
(1670)頃

江戸前期

江戸前期

江戸末期

江戸末期

櫓に接続する

両端続櫓撤去

両端に続櫓付属

両端に続櫓付属

多聞、詰門に接続

廊下門に接続

番所、続櫓付属

続櫓欠失

隠門に接続
※復原

筒井門に接続

※復原

※復原

表２－ 7  櫓門類事例の窓配置状況（建物名称欄に着色したものは背面にも窓があるもの）

桁行19間半×梁間5間
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【出入口】

　桜御門は両脇に接続した多聞櫓より出入りしていたものと考えられるが、明治中期以降には多聞

櫓は撤去されたため、古写真の年代には新たに出入口が整備されていた可能性がある。聞き取り調

査によれば、当時は西側妻面から出入りし、東側の出入口有無は不明で、北側（桁行面）には出入

口がなかったことが明らかとなっている。絵図によれば（図２－ 23）、多聞櫓と桜御門は線引・色

分けされるなどして明確に区分されていることから、壁や戸口によって一定の仕切りが存在した可

能性が高い。現存する続櫓から月見櫓に至る出入口は、出入口用（片引裏白大戸）に柱を 1 本配さ

ない計画として間口を広く確保しているが、桜御門でもこのような内戸が存在し、多聞櫓撤去後も

活用していた可能性が高いと考えられる。

　以上より、両妻面には出入口を設け、出入口の形式については渡櫓側面の出入口を参考とし、開

口部の柱間を 3尺 4寸 5分に広げ、片引戸を設けた。

（５）内装

　聞き取り ( 床は板張りであった、天井を張っていたかどうかは記憶にない）や城内類例建物の状

況より床は板張とし、天井は無かったものと判断した。

　壁は城内の類例（続櫓・渡櫓）より、城外側桁行面を大壁とし、両妻及び城内側桁行面は真壁とした。

（６）金物・1階建具等

　各金物は古写真及び類例の水手御門・渡櫓を参考として計画した（後に、工事施工段階において、

飾金物の意匠について、旭門の形状を参考にした。）。門の扉は縦板張りであることから、水手御門

と同じく横桟の形式であり、建具吊元となる鏡柱上部には各 2 個の唄金物があることから、吊元の

形式についても水手御門同様の肘壺金物であったと判断した。水手御門の扉内側には斜材が設けて

あるが、これは昭和修理時で建具垂下防止の観点から整備されたものであるため、桜御門では斜材

は復元しなかった。
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第３項　古写真を用いた単写真解析による桜御門復元寸法の検証

　古写真と現存している石垣の測量データを基に、桜御門の外形寸法等を算出し、復元のための基

礎的資料とした。

【準　　備】

①解析写真の選定

　解析に際しては可能な限り解析に適した条件の写真を選定した。解析に適するかどうかの判断基

準となる諸条件を以下に挙げる。これらにより候補写真の中から最適なものを選定した。

　・解像度 ・写真の歪み ・写真の傷み ・評定点の数と位置 ・あおり撮影の有無

※あおり撮影については、光軸とフィルム面が平行でないため「写真解析法」が適用できない。あ

おりにより、中心から離れるに連れて影響が見られ、周辺部などは非常に大きな誤差が生じる。焼

失前に撮影された 2 葉（D,E）の古写真は極めて精細な解像度であるが、あおり撮影を行っているた

め解析には利用できなかった。

【古写真選定経過について】

・古写真 A：やや高解像度 ,あおり有 → ×

・古写真 B：やや低解像度 ,あおり無 → ○

・古写真 D、E：高解像度 ,あおり有 → ×

②評定点の抽出

　解析には 6 点以上の評定点が必要となる。また、写真中の描写が明確であり、現在でも当時の形

状のまま残っている箇所を選定する必要がある。解析精度を向上させるため、評定点はなるべく広

範囲に広がった位置を設定するよう努めた。

③３Ｄレーザ計測

　単写真解析の精度向上のために、写真に写っている地点の土地形状を３D レーザ計測により３次

元情報（３次元座標）として取得し、解析に利用した。

単写真解析の評定点（6点）

現地で取得した三次元点群データ

推定カメラ位置から見た点群データ

図２－ 48  古写真単写真解析



50

＜単写真解析＞

　1 枚の写真の中に写された 6 点以上の基

準点に成り立つ共線条件を用いて、写真と

撮影したカメラの位置及びカメラの傾きを

求め、古写真の座標系（x,y）と地上座標系

（X,Y,Z）の間の関係を確立させた。カメラ

位置と写真との射影関係が確立させ、評価

面を定義することにより任意地点について、

写真ピクセルに対応する地上座標（x, y, z）

を取得して座標を求めた。

　

①カメラ位置の推定

・古写真とカメラとの空間関係（カメラ位置、

カメラ回転角、焦点距離）を推定した。

・現状の石垣と古写真の比較検証から適切な

標定点として６点を設定し、古写真 B のカ

メラ位置を推定した。

・標定点は現存する石垣面に設定し、３Dレー

ザ計測によって得られた 3 次元座標から求

めた。

②評価面設定

　単写真解析により、建造物の高さ・寸法

などを解析するために評価面設定した。解

析では復元図を元に評価面の設定を行った。

③解析寸法の検討

・櫓門の高さ寸法の検討

　棟の高さ / 軒平瓦高さ、外壁大壁漆喰面

の高さ / 下見板下端の高さ、冠木高さ / 格

子腰壁高さ、庇平瓦高さ

・櫓門の幅寸法の検討

　鏡柱内法寸法 / 出格子の真々幅、庇平瓦

全幅 /下見板全長

・屋根勾配と瓦寸法の検討

　大屋根勾配 / 大屋根瓦寸法、庇屋根勾配 /

庇瓦勾配

　古写真 A、D、E はあおり撮影が行われて

おり、垂直方向の補正を行っている写真で

あると判断されたため、より少ない誤差で

の検証が可能となる古写真 B で解析を行っ

推定カメラ位置

α(Ｚ):-6.734

β(Ｘ): 6.289

γ(Ｙ):-0.498

　　Ｘ:22.761

　　Ｙ:-5.861

　　Ｚ: 3.658

桜御門

約30ｍ

0 50m

桜の馬場跡

龍櫓跡

⑧冠木

⑦下見板壁面

⑥庇平瓦

⑤庇丸瓦

④出格子柱

③大壁漆喰面

②上屋平瓦

①上屋丸瓦

⑩大棟台熨斗端部

⑪棟真

⑨鏡柱

図２－ 49  古写真単写真解析

図２－ 50  古写真単写真解析
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た。写真解析の精度は現存する礎石上面の標

高や現存する石垣の座標から誤差は 50mm 程度

が想定された。写真解析により判明した高さ

関係の寸法値と復元寸法値を比較し、寸法値

に開きが生じている個所については復元図を

適宜調整し、解析値の近似値となるよう調整

したが、柱位置など礎石天端の錆から柱位置

や寸法が明確にわかるもの（例：袖柱の見附

幅等）は遺構から読み取れる情報を優先させ

た。

※単位：ｍ、「変換Z」は標高Z値から礎石天端平均標高2.53ｍを差し引いた値（ｍ）

X Y Z 変換Z 備考 X Y Z 変換Z 備考 X Y Z 変換Z 備考

1 21.688 26.415 11.719 9.189 22 21.012 23.841 8.263 5.733 40 20.934 23.773 6.367 3.837
2 22.919 26.269 11.693 9.163 23 22.520 23.662 8.274 5.744 41 33.113 22.330 7.172 4.642 （参考）

3 24.652 26.064 11.699 9.169 24 23.991 23.487 8.278 5.748
4 26.582 25.835 11.685 9.155 25 29.996 22.776 8.287 5.757 42 23.342 24.205 6.294 3.764
5 27.028 25.782 11.674 9.144 26 30.582 22.706 8.300 5.770 43 24.424 24.077 6.281 3.751
6 27.410 25.737 11.671 9.141 平均 8.280 5.750 44 25.734 23.922 6.295 3.765
7 27.813 25.689 11.672 9.142 45 26.928 23.780 6.280 3.750
8 29.447 25.495 11.689 9.159 27 23.995 23.220 7.638 5.108 46 28.378 23.608 6.282 3.752
9 30.517 25.369 11.686 9.156 28 26.965 22.868 7.640 5.110 47 29.765 23.444 6.277 3.747

10 22.022 26.376 12.363 9.833 29 29.798 22.532 7.659 5.129 平均 6.285 3.755
平均 7.646 5.116

11 22.005 22.720 9.052 6.522 48 23.180 24.269 5.657 3.127
12 22.766 22.630 9.048 6.518 49 23.752 24.201 5.654 3.124
13 23.536 22.538 9.071 6.541 30 23.925 23.228 7.183 4.653 50 24.343 24.131 5.642 3.112
14 24.299 22.448 9.078 6.548 31 26.986 22.865 7.188 4.658 51 27.584 23.747 5.662 3.132
15 25.101 22.353 9.085 6.555 32 29.900 22.520 7.198 4.668 52 28.178 23.677 5.656 3.126
16 25.904 22.258 9.079 6.549 平均 7.190 4.660 53 29.690 23.497 5.661 3.131
17 26.719 22.161 9.075 6.545 54 30.132 23.445 5.662 3.132
18 27.543 22.064 9.072 6.542 55 30.960 23.347 5.667 3.137
19 28.340 21.969 9.081 6.551 33 22.260 22.690 6.792 4.262 平均 5.658 3.128
20 29.147 21.873 9.056 6.526 34 23.743 22.696 6.819 4.289
21 29.962 21.777 9.053 6.523 35 25.205 22.523 6.787 4.257 56 23.383 24.245 2.528 -0.002

平均 9.068 6.538 36 26.914 22.321 6.781 4.251 57 27.526 23.754 2.534 0.004
37 28.698 22.109 6.802 4.272 58 28.137 23.681 2.534 0.004
38 30.178 21.934 6.804 4.274 59 29.629 23.505 2.531 0.001
39 31.440 21.602 6.830 4.300 60 30.051 23.455 2.537 0.007

平均 6.802 4.272 61 30.540 23.397 2.558 0.028
平均 2.537 0.007

棟
高

（
各
部

）

下
見
板
上
端

出
格
子
腰
上
端

出
格
子
土
台
下上

屋
軒
平
瓦

評価点 評価点 評価点

下
框

冠
木
上
端

冠
木
下
端

礎
石
上
端

庇
平
瓦

表２－ 8  幅寸法解析値

表２－ 9  高さ寸法解析値

図２－ 51  桜御門評定点位置
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図２－ 52  復元検討委員会提出資料（１回目）①

第５節　復元検討委員会

　経緯の詳細は第１章に詳しい。基本設計の成果資料を基本とし、文化庁の復元検討委員会で都合

３回の審査を受けた。各回の提出資料を以下に示す。
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図２－ 53  復元検討委員会提出資料（１回目）②
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図２－ 54  復元検討委員会提出資料（１回目）③
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図２－ 55  復元検討委員会提出資料（１回目）④
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図２－ 56  復元検討委員会提出資料（１回目）⑤
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図２－ 57  復元検討委員会提出資料（１回目）⑥
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図２－ 58  復元検討委員会提出資料（１回目）⑦
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図２－ 59  復元検討委員会提出資料（１回目）⑧
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図２－ 60  復元検討委員会提出資料（１回目）⑨
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図２－ 61  復元検討委員会提出資料（１回目）⑩
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図２－ 62  復元検討委員会提出資料（１回目）⑪
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【修正】 遺構面の保護 

１）遺構面の現状 

・周辺地盤の状況 

ボボーーリリンンググ調調査査結結果果かからら地地盤盤沈沈下下のの懸懸念念ははなないい  

保護対象となる遺構面は、1階の柱が乗る礎石と、2階の東西部の土台が乗る石垣天端部分の2つであるが、

桜御門の建築物を復元するに当たり、遺構面の保護を考える上で、周辺地盤の状況を把握しておく必要があ

る。そこで、平成19年11月に近辺で実施したボーリング調査結果（図5-1,5-2参照）があるので、これによっ

て桜御門周辺の地盤の地耐力について推定する。これによれば三の丸地区の地盤の状況は、表土の下に厚さ

50cm程度の粘土層があるが、それより下は深度10mあたりまで砂質層が続く。N値は深度3mくらいから20を超

え、以降深度8.5mあたりまで20～30の間で安定的に推移している。加えて、江戸期創建より戦災により門が

消失するまでの270年余の間で、柱礎石周囲の地盤は門の重量により既に圧密がなされていると考えられ、門

の復元により周辺の地盤沈下が懸念されるような状況ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1階柱礎石の状況 

 打打音音検検査査にによよりり健健全全性性をを確確認認。。門門焼焼失失時時のの被被熱熱のの影影響響はは無無いい  

1階柱礎石及びその周囲の敷石において、門の構造上、主として荷重を負担するのは柱礎石である。中には

表面に亀裂が入っている礎石もいくつか見られるものの、打音検査では健全であることが確認されている。

門焼失時の火災による損傷も受けておらず、焼失前まで門の荷重を支承していた実績を考えれば、特別な保

護策を施さずにそのままの状態で使用しても支障はないと判断できる。実施にあたっては、赤外線探傷検査

により破損状況を確認し万全を期す。 

続いて、柱礎石の材料強度について検証すると、一般的な花崗岩の圧縮強度は約 130N/mm2（1N/mm2＝

9.8kg/cm2）であり、普通コンクリートが 18～24 N/mm2 であるのと比較すると、約 5～7 倍の強度がある。

復元する門の鏡柱の断面積は約 2,340cm2 であるので、理論値上は鏡柱 1 本につき、3,000t 近い荷重（130

×9.8×2,340＝2,981,160kg）がかかるまで耐えられる。これらを勘案すると柱礎石は復元する門の荷重が

加えられる程度では材料強度的に何ら問題は無いと結論づけることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜御門 

図５－１ ボーリング調査平面図（平成 19 年 11 月実施） 

図５―２ ボーリング柱状図（平成 19 年 11 月実施） 

・石垣天端及び石垣全体の状況 

門門焼焼失失時時のの被被熱熱にによよりり破破損損ししてておおりり、、解解体体修修理理がが必必要要なな状状況況ででああるる  

2階部分の土台が乗る石垣天端については、天端で受けた荷重を石垣全体で支持するため、天端部分だけで

なく石垣全体の健全性を検証する必要がある。石垣全体を目視調査および計測した結果と、桜御門焼失前に

写された古写真の石垣との比較検証の結果、部分的に変位（はらみ）が見られ、間詰石が多数欠失している

状況であり、保存上の観点から近い将来に解体修理が必須と判断できる。加えて、戦火による門焼失時の被

熱により、石垣表面に赤変した箇所も多く見られ、材料強度が低化している可能性があるが、今後実施する

石垣解体修理において健全性を取り戻すことが可能と考えられる。図5-3～10に石垣各面の破損状況と解体修

理が必要と考えられる範囲を示す。石垣の解体範囲については、石材の破損とその影響範囲、または、変位

の見られる石材とその影響範囲を考慮している。影響範囲には、石垣の解体に必要な範囲を含む。（なお、

使用している図は今回業務にて行った3次元測量に基づいて作成した陰影図である。） 

 

・石垣（西側） 
Ａ.東面【図 5-3】 

戦災による焼損の影響もあり、ワレを中心に石材の破損が多く見られる。間詰石のヌケも部分的に見 
られる。また、石材の赤変範囲も広範囲に及んでいる。 
Ｂ.西面【図 5-4】 

面全体が北方向へ変位を起こしている。間詰石のヌケと石材の欠けが部分的に見られる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ.北面 
西面の変位の影響範囲であるため、解体修理範囲が大きくなっている。間詰石のヌケが部分的に見ら 

れる。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ｄ.南面 
 西面の変位の影響範囲である部分を解体修理範囲としている。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・石垣（東側） 

Ｅ.東面                    
江戸時代の階段を復元する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－３ 西側石垣東面 図５－４ 西側石垣西面 

図５－５ 西側石垣北面 

図５－６ 西側石垣南面 

図５－７ 東側石垣東面 

石垣位置 
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Ｆ.西面 
戦災による焼損の影響もあり、ワレ、間詰石のヌケ、飛び出しが部分的に見られる。また、石材の

赤変範囲も広範囲に及んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｇ.北面 

西面の解体による影響範囲を解体修理範囲としている。石材の赤変も一部に見られる。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｈ.南面 
樹木の影響による変位範囲および抜根の範囲を解体修理範囲としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）遺構面の保護対策 

桜御門復元に際して、遺構面を保護するために実施する対策案を挙げる。 

保護対象となる遺構面毎に対策を講じる必要の有無を判断して、最適な案を導くことにする。 

各案は、遺構面の保護に有効であり、復元する門の耐震性等の構造性能の向上にも資すると共に、実施に

よる外観上の影響を抑えた２種の対策（後述する「床組鉄骨補強」「保護層整備」）を組合せている。 

 

 

 

 

 

 

凡例  ○：実施する、―：実施しない、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護対策 
備  考 

床組鉄骨補強 保護層整備 

Ａ案 ― ― 対策なし 

Ｂ案 ○ ○ 床組部鉄骨挿入 

Ｃ案 ○ ○ 門全体30cm嵩上げ、床組部鉄骨挿入 

保護層整備 床組鉄骨補強、 

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 

図５－11 遺構面の保護対策案 
石垣位置 

図５－８ 東側石垣西面 

図５－９ 東側石垣北面 

図５－10 東側石垣南面 

樹木 

CC  GG  

FF  
BB  

保護層(ポリエチレンフィルム厚0.03, 
不織布厚7mm,コンクリート)の上に石敷 

３）保護対策の内容 

①床組鉄骨補強（2 階床組部への構造補強、石垣天端への荷重軽減） 

石垣天端への門荷重の負担軽減を目的とし、本来石垣天端で受ける門2階の東西両端部の荷重を石垣

に伝えずに1階柱へと伝達できるように、2階床組部分の桁行方向に鉄骨の大引を挿入する。2階東西両

妻面及び妻面から3本目までの側通り柱が負担する屋根及び壁荷重を、片持ち梁の形状で1階柱支承部か

ら東西両妻に向って跳ね出した鉄骨大引で負担する。（図5-12を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保護層整備（遺構面の上に保護層を設けて全体に嵩上げをおこなう） 

1階礎石ならびに四半敷きの遺構面の上に、ポリエチレンフィルム厚0.03mm、不織布厚7mmを敷いてコ

ンクリートを打った保護層（耐圧盤）を厚さ300mmで設置する。保護層上に既存礎石と同位置に新しく

ほぼ同形状の礎石を据え、四半敷き部は新補薄板石材貼付けにより再現する。また、石垣天端の建物が

載る部分は保護層と同じ高さ分新規に石垣を積み増す。盛土部分を門の基礎として扱うことができ、門

の柱脚部を固定することにより、耐震性の向上が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③建築材料及び工法の見直し（建物重量の軽量化） 

Ａ～Ｃ案に盛り込んではいないが、遺構面にかかる荷重の更なる軽減が必要な場合には、建築材料及

び工法の見直しも含めて検討する。復元建物は、屋根が本瓦葺き、壁が土壁であり、建物重量は比較的

重い部類に入る。そこで、見え隠れとなる部分等支障のない範囲においては伝統的な建築材料及び工法

を見直して建物重量の軽減を図り、遺構面への荷重負担を減らすことも検討する。 

 

 

 

４）３案の比較 

Ａ～Ｃの３通りの遺構面の保護案について、遺構面の保護（1 階柱礎石及び石垣天端）、構造安定性、復元

建物の再現性、建物利活用の各項目に関してそれぞれ良否を判定し、各案のメリット・デメリットを比較す

る。また、各項目において保護対策毎の効果等についてまとめる。 

表５－１ 各案の評価 
 遺構面の保護 構造安定性 

（地震時） 

復元建物の 

再現性 
建物利活用 

 1 階柱礎石 石垣天端 

Ａ案 ○ △ ○ ○ ○ 

Ｂ案 △ ○ △ △ ○ 

Ｃ案 ○ ○ ○ × ○ 

凡例  ○：良、 △：可、 ×：不適 

 

 

 

 

 

○遺構面の保護について 

 柱礎石に関しては、先述の通り特別な保護対策を施さなくても支障無いと考えられ、Ａ案は有効で

ある。床組鉄骨補強のみを行う場合（Ｂ案）は、本来石垣天端が負担すべき荷重についても 1 階柱が

負担するため、遺構保護上は不利となる。保護層整備を行う場合（Ｃ案）は、更に手厚い保護となる。

床組鉄骨補強と保護層整備を同時に行う場合は、1 階柱の荷重負担増によって生じる不利についてもカ

バーできる。 

 石垣天端に関しては、床組鉄骨補強を行う場合は本来石垣が負担する門荷重が大幅に軽減されるた

め、有利となる。保護層整備を行う場合は、積み増し分の荷重負担も加わるため、不利となる。 

 尚、石垣修理後の状況や周辺地盤の地耐力・柱礎石強度の検証結果によっては、石垣天端への荷重

軽減対策や保護層の設置は必須となるが（次頁の図 5-14 を参照）、周辺地盤の地耐力と柱礎石の材料

強度については、先述の通り、地盤沈下や強度不足が懸念されるような状況ではないので、「フロー２」

の判定は「NO」となると考えられ、今後の石垣保存修理の結果を受け、「フロー1」の判定が「YES」、「NO」

どちらになるかで、Ａ、Ｂどちらかの案が選択されるが、修理後の石垣は門の荷重を支承できる状態

となる可能性の方が高いものと考える。（次頁の図 5-15 を参照） 

 

鉄骨製大引 

図５－12 鉄骨製大引による補強図 支点位置 支点位置 

平面図（鉄骨伏図） 

鉄骨製大引 

＜桁行断面図＞ ＜梁間断面図＞ 

片持ち範囲 片持ち範囲 

門の荷重の流れ 

荷重：大 荷重：小 

図５－13 石垣積み増し及び保護層の断面 

桁行方向の断面 梁間方向の断面 

薄板石材の貼付け(四半敷き部) 
保護層(ポリエチレンフィルム厚0.03,不織布
厚7mm,コンクリート)の上に、基礎石を新設 

既存の礎石 既存の地盤 

石垣の積み増し（300mm） 
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○構造安定性について 

江戸初期から昭和戦前までの 270 年あまり存続した実績があり、建物の自重等による通常時の構造

安定性は確保できていると考えられることから、Ａ案は有効である。床組鉄骨補強をおこなう場合は、

本来石垣天端で受ける分も含めて建物全体の荷重を 1 階柱に集中させるためバランスが悪く、補強無

しの場合よりも不利に働くと考えられる。また、保護層整備をおこなう場合は、設置する保護層に建

物を固定することが可能なため、一定の耐震性能を付加することができる。 

○復元建物の再現性について 

原位置に復元可能なＡ案の再現性が突出して優位である。床組鉄骨補強を行う場合は補強材を追加

する必要があるため、部分的に補強材が露出する可能性がある。また、建築材料及び工法の見直しを

行う場合は原則として視覚的に影響の少ない部分に限定するが、材料・工法を含めた再現性は低くな

る。保護層整備を行う場合は建物全体が嵩上げされ、棟高さが実際よりも高くなる他、建物部分のみ

周辺地盤よりも高くなりスロープ状となるため、周辺環境に馴染まず視覚的な違和感を生じ易い。合

わせて現在露出している礎石等の遺構が保護層で完全に覆われ、全て保護層上の新補石材となる。 

○建物利活用について 

各案でほとんど差は無いが、復元建物に一定の耐震性能が必要となるような利活用方法とする場合

は、保護層整備をおこなう場合以外は、要求される性能を確保しがたいため、利活用に制限を加えら

れる可能性がある。一方、保護層整備をおこなう場合は、周辺地盤と高低差が生じるため、建物への

アクセスに若干の不便が生じる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フフロローー２２  

地盤、礎石への影響 

フフロローー２２  

地盤、礎石への影響 

◆フロー１：石垣修理後の健全性の検証 ◆フロー２：地耐力・柱礎石強度の検証 

◆遺構面の保護対策各案の決定過程 

図５－15 保護対策案決定フロー図 

図５－14 各保護対策の要・不要決定フロー図 

YYEESS（（ああるる））

NNOO（（ななしし））  

NNOO  
YYEESS

地耐力・柱礎石強度の確認 

門復元による荷重負担の影響検証 

保護層整備必須 

地盤沈下・礎石破損の恐れ 

Ａ案 or Ｂ案 

※現状では地耐力、 

 柱礎石強度共に問題無い 

フフロローー１１  

石垣保存への影響 

NNOO（（ななしし））  NNOO（（ななしし）） YYEESS（（ああるる））

Ｃ案 Ｂ案 Ａ案 

保護層整備不要 

NNOO  

YYEESS  

石垣修理方針・範囲・方法決定 

石垣解体修理実施 

門復元による荷重負担の影響検証 

荷重軽減不要 荷重軽減必須 

Ａ案 Ｂ案 or Ｃ案 

Ｃ案 

石垣保存に悪影響 

【追加】 新出資料の検討 

１ 文化庁蔵 ガラス乾板写真 2 枚 
 

3 月の復元検討委員会後に提供を受けた文化庁蔵ガラス乾板写真 2 枚（古写真 D、E）の高精細画像から判

明した事項を整理した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 4-1 古写真 D（ガラス乾板、文化庁蔵） 

 
①大棟棟積み 

古写真より大棟棟積みの構成が判明した。これまで最 
下段の大熨斗を 2 段と考えていたが、1 段であったことが 
分かった。よって大棟棟積は、雁振 1 段、雨熨斗 2 段、 

片輪違 1 段、積熨斗 1段、菊丸 1段、肌熨斗 1 段、大熨斗 

1 段となる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 4-2 古写真 E（ガラス乾板、文化庁蔵、※周辺部トリミング加工後） 
 
②大棟鯱 

鯱の形状については続櫓大棟鯱の形状を参考にしていたが、古写真により頭部は続櫓のものより月見櫓の

ものに近い形状であることが判明した。頭部や尾鰭の形状から瓦製であると考えられる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①①  ②②  

③③  ③③  

③③  ③③  ③③  ③③  

④④  
④④  

⑥⑥  
⑤ 

古写真 D拡大         月見櫓大棟鯱        続櫓大棟鯱       天守大棟鯱 

写真 4-4 大棟鯱比較 

写真 4-3 古写真 E 部分（大棟棟積み）

②②  

①①  

④④  ④④  
⑥⑥  

⑤⑤  

⑦⑦  

⑦⑦  

⑨⑨  ⑨⑨  

⑨⑨  ⑨⑨  

⑧⑧  

⑧⑧  

⑩⑩  

1
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③大屋根軒下腕木 
 古写真 D により、腕木の有無とその位置が判明した。 
 建物出隅を除くと、庇腕木と同じ通り上に存在するが、出格子端部位置には無いことが確認できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④下見板下框 

 下見板張り部分の庇当たりと 
なる範囲で庇の熨斗積み上に下 
框が入っていることが判明した。 

 
⑤下見板押縁の間隔 

 押縁のピッチが内側 3 マと 
外側 3 マで異なることが判明 
した。 

内側が外側に比べて間隔が 
若干広い。 

 
⑥庇けらば部漆喰塗 

 庇けらば部が漆喰塗で保護 
されていることが判明した。 

 
⑦庇垂木と庇腕木の位置関係 
 
 
 
 
 
 
 

 古写真 E により、庇垂木と庇腕木との位置関係は、庇端部の最外側と端から 2 番目の腕木位置において

垂木真とほぼ一致していることが確認でき（写真 4-7 の○印位置）、それ以外の中央 2 本の腕木は垂木真

とずれている。 
 庇垂木割は、庇腕木間で最外 1 間を 5 ツ割、中央 3 間を 10 分割としている。 

 
⑧門廻りの金物 
・桟梁木口金物と隅角金物 

古写真により、桟梁には木口金物及び冠木より外側下角に隅角金物があることが確認できる。 
・鏡柱見付中央部筋金物 

 古写真により、鏡柱見付中央の筋金物は冠木や脇柱中央部の筋金物と同じく 2 列の鋲打ちにより取り付

けられていることが確認でき、古写真 A で当該金物が取り付けられていない状況については、門灯の設置

に伴い、一時的に取り外されたものと推定できることから、本来は筋金物が取り付けられていたものと思

われる。 
・鏡柱及び脇柱足元根巻金物 

 古写真により確認できる門扉よりも南側の範囲で、根巻金物の正面及び側面に鋲が打たれた形跡が全く

確認できないため、金物の固定方法が不明である。 
 
⑨延石上の帯状突起物 

 古写真より、鏡柱礎石間に据えられた門扉下の延石上に、鏡柱寄りの位置で延石をまたぐ方向に帯状の

突起物があるのが確認できる。突起物は断面形状が幅 1.5 寸、高さ 5 分前後であるとみられる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

腕木 

腕木 腕木 腕木 
腕木 

腕木 

庇腕木 庇腕木 庇腕木 

出格子端部 
にに腕腕木木無無しし  

写真 4-5 古写真 D 部分 

写真 4-6 古写真 E 部分（西側下見板張り部） 

庇腕木 庇腕木 

⑥ けらば部漆喰塗 

ピッチが少し狭い ピッチが少し広い 
⑤押縁の間隔 

④ 下框が入る 

写真 4-7 古写真 E 部分（庇） 

庇垂木位置 

庇腕木 庇腕木 庇腕木 庇腕木 庇腕木 庇腕木 

写真 4-8 古写真 D 部分（門廻り） 

根巻金物（鋲無し） 

延石上突起物 

筋金物（2 列鋲打ち）

木口金物と隅角金物 

桟梁 

鏡柱（東側） 鏡柱（西側） 脇柱 

黒破線部拡大（東側鏡柱） 
冠木 

2

⑩2 階床組 
 2 階床組はこれまで城内の渡櫓等を参考とし、大引の上に根太を南北に架け、その上に床板を張ると想

定していたが、古写真からは冠木上の桟梁で受ける床組部分において根太を確認することができず、また

他城における櫓門の類例においても床組に根太を用いる例が無いことから、根太を用いずに桟梁上に直交

方向に配置された大引の上に直接床板を張るものとする。 
 他城の類例では、彦根城太鼓門、金沢城石川門、丸亀城大手門のように桟梁上端と大引上端が一致する

場合と、高知城黒鉄門、彦根城天秤櫓、松山城筋鉄門のように桟梁上に大引を架け渡す場合とがあるが、

桜御門は古写真から前者に近いものと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市民提供写真 1 枚 
 

新出の市民提供写真から判明した事項を整理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 4-10 古写真 F（撮影：第二次世界大戦前、個人蔵） 
 
・背面側窓の有無に関して 

正面側窓の開放部の一部に背面側窓から入射した光と考えられるものが写っている 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 4-11 古写真 F（部分拡大） 

正面側窓建具開放部分 

背面側窓から入射した光か？ 

写真 4-9 古写真 D 部分（門上部 2階床組） 

桟梁 

柱盤 
大引 

図 4-1 彦根城太鼓門 梁間断面図 図 4-2 高知城黒鉄門 梁間断面図 
3
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石垣の構造安定性と火災による影響について

・遺構の現状

高松城跡桜御門は、昭和 年 月の空襲により焼失している。火災時の被熱で石垣は破損しており、

石垣表層の剥離や積石の割裂を生じている状態にある。整備事業では、石垣は解体して積直し修理を実

施し、礎石は原位置で利用して桜御門を復元する計画としているが、その際に遺構に生じる影響につい

て、以下の項目について調査・検討し、修理方針を整理した。

桜御門直下地盤の状況と復元建物による沈下の影響

石垣の構造安定性の検討

復元により石垣積石に作用する応力

火災による被熱の影響

桜御門直下地盤の状況と復元建物による沈下の影響

ボボーーリリンンググ・・平平板板載載荷荷等等のの地地盤盤調調査査結結果果かからら地地盤盤のの支支持持力力やや沈沈下下のの懸懸念念ははなないい

検討に先駆け、平成 年 月に桜御門直近ではボーリング× か所、平板載荷試験× か所、簡易貫入

試験× か所を実施した（図 ）。調査結果を総合すると、当該地盤の性質は、

・地盤の支持力…現地地盤面は許容支持力が地盤反力度を上回っており、支持地盤として適している

・沈下性状…室内土質試験（圧密）の結果、圧密圧力 ｋＮ ㎡でも降伏点がなく沈下の恐れがない

と判断された。

建物復元時に生じる鉛直荷重を計算し、建物各柱基礎に生じる荷重と接地圧の状況について検討を行

ったが、いずれの箇所でも接地圧は許容支持力以下に収まっており、仮に復元建物を整備しても沈下等

の恐れはないと判断された。また、鉛直荷重による礎石への影響を確認したが、破損の恐れはないと判

断された。

図 桜御門地盤調査平面図（平成 年 月実施）

桜御門

【沈下の検討】（図 参照）

①鏡柱 （礎石上面の面積、 ｃｍ× ）

・鉛直荷重 Ｎ ＝ ｋＮ

・基礎面積 Ａ ＝ ㎡

・接地圧 ｑ ＝ ｋＮ ㎡＞ ｋＮ ㎡（ ）

→ＮＧ

②控柱 （礎石上面の面積、 ｃｍ× ）

・鉛直荷重 Ｎ ＝ ｋＮ

・基礎面積 Ａ ＝ ㎡

・接地圧 ｑ ＝ ｋＮ ㎡＜ ｋＮ ㎡

→ＯＫ

③石垣 （過去の遺構調査より、根石面積 ｍ× ｍ）

・鉛直荷重 Ｎ ＝ ＫＮ

・基礎面積 Ａ ＝ ㎡

・接地圧 ｑ ＝ ｋＮ ㎡＜ ｋＮ ㎡

→ＯＫ

ここで、許容支持力 ＝ ｋＮは、極限支持力 ＝ ｋＮ ㎡（現地試験最大載荷圧力、調査で

はさらに支持力を保有していることが明らかになっている）を長期安全率 で除したものであり、

現実的に十分な余裕度を見込んでいること、過去に長期にわたって建物が存続していたことや、礎

石は一般に上面より地盤面下で大きく、地盤との接地面積はさらに大きいことなどを考慮すると、

地盤の支持力に問題はないといえる。

【荷重による礎石破損の検討】（図 参照）

復元建物を設置した場合、最も鉛直荷重の大きくなる鏡柱で検討した。

①圧縮

礎石上面寸法は × 、厚さを と仮定する

と、鏡柱寸法は × （断面積＝ ㎟）、

鏡柱が負担する軸力Ｎ ＝ ｋＮより、

礎石にかかる圧縮応力度σｃは、

σｃ＝ × ÷

＝ Ｎ ㎟ ＜ Ｎ ㎟

（ Ｎ ㎟ 花崗岩の標準圧縮強度）

②曲げ

（鏡柱底面辺縁が地盤反力で礎石を破壊する可能性の

確認）

礎石にかかる曲げ応力度σｂは、

σｂ＝ Ｎ ㎟ ＜ Ｎ ㎟

（ Ｎ ㎟＝花崗岩の標準曲げ強度）

∴圧縮及び曲げにおいて礎石の応力度は十分大きく、破壊に至る可能性は低い。

＝

図 鏡柱・礎石模式図

柱断面積＝ ㎟

鏡柱にかかる鉛直荷重

② ③①

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
地盤の長期地耐力 ㎡

図 沈下検討模式図

※復元建物による水平構面に加え、着色部材は

側面石垣の変形抑止効果が期待できる

滑り滑り

復元建物による水平構面

図 すべりの抑止効果部分

２ 石垣の構造安定性の検討

建建物物をを載載貨貨ししたた状状態態ででもも石石垣垣がが崩崩壊壊すするる可可能能性性はは低低いい

復元建物を石垣上に載貨した場合の石垣の安定性について検討を行った。

石垣の安定性判定は既往文献を参考とし、石垣の安定性判定手法（※ 、※ ）に基づいた。これは、

城郭石垣崩落事例で多数を占める、石垣高さＨ 部分を中心に孕みが生じて崩落する場合を踏まえたも

のである。（崩落原因には地耐力不足に起因するものがあるが、これは前項を参照。）

検討では、解析モデルと応力図（次頁図 ）を作成し、東西石垣のうち最も建物荷重の影響を受けや

すいことが想定される各 断面（Ａ～Ｄ断面、図 ）について、復元建物の荷重状況から推定される 種

の滑り面（図 ）を各断面に仮定し、検討断面付近の積石形状を考慮しつつ最少安全率Ｆ を算出し

て判定した。なお、θ については、石垣天端盛土面に載荷がない限り（※ ）崩壊する可能性が低いす

べり想定線ではあるが、石垣全体の構造特性を把握するために合せて検討に加えた。

多くのケースではＦ ＞ となり、建物を載貨した場合であっても石垣は構造的に安定すること

が確認された。また、Ｂ断面においてすべり面θ を想定した時（Ｆ ＝ 、次頁図 ）と、Ｃ

断面においてθ を想定した際（Ｆ ＝ 、次頁図 ）に若干不安定となる計算結果となった。

ただし、石垣全体としては安定的な検討結果が得

られていることや、復元建物が設置された場合には

建物軸部が形成する水平構面により東西石垣が連

結され、石垣法面に沿って大型の柱・貫・冠木が設

置されること（図 参照）、Ｃ断面のθ は上述の

通りすべり面を誘発するような天端盛土面への載

貨は無いことから、すべりが発生する可能性は低い

と判断された。

※ 田中那熙ほか『城郭石垣修復復元のための安定性判定手法 実

用試案 』（土木史研究第 号、 年 月）

※ 田中那熙ほか『石積み擁壁の安定性評価法』

（土木学会論文集 Ｎｏ Ⅲ 、 ～ 、 年 月）

※ 遺構調査から、石垣天端の盛土面には地業痕跡がなく、床組を

支持する礎石や束石がない構造であったことが判明している。

図 検討断面キープラン

Ａ～Ｄの各断面それぞれにおいて、θ ～θ の

ケース、計 通りについて検討した

石垣

裏込土

建物荷重

図 検討断面キープラン

建物の荷重は石垣部にのみ

作用すると仮定

滑り面凡例

図 解析モデルと応力図

図 断面：θ 検討状況図 断面：θ 検討状況

＜検討断面キープラン＞

B断面ではθ2、C断面ではθ3のすべりを想定した際に

不安定となる結果となったが、建物整備による変形抑制

効果が期待できることや、Ｃ面天端盛土面に荷重が掛らな

いことから、すべりが発生する可能性は低いと判断される。

図２－ 77  復元検討委員会提出資料（３回目）①
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３ 復元建造物により石垣積石に作用する応力の影響

復復元元建建物物をを載載荷荷ししたた場場合合ででもも、、積積石石がが破破損損すするる恐恐れれははなないい

【圧縮応力の影響】

桜御門石垣では、標準的な隅石の大きさは × ㎜となっている。（図 ）

・鉛直荷重 Ｎ＝ ＫＮ（解析モデル・応力図により算出）

・石の面積 Ｎ＝ ｍ× ｍ＝ ㎡

・石に生じる圧縮応力度 σｃ＝ × ÷（ × ）＝ Ｎ ㎟

・花崗岩の長期圧縮強度 ｆｃ＝ Ｎ ㎟

∴σｃ＜ｆｃ より、ＯＫ

【引張応力の影響】

間詰石 石で支持されたような不安定な積石の場合、材下部に引張が生じる場合がある。

積石を支持する間詰距離が ｍ、積石断面がＷ ×Ｈ の場合、生じる引張応力を検討する。

・荷重 Ｐ＝ Ｎ

・曲げモーメント Ｍ＝ × ＝ ＫＮ・ｍ

・石材の断面係数 Ｚ＝ｂ Ｈ × ＝ ×

・石に生じる引張応力度 σｂ＝Ｍ Ｚ＝ Ｎ ｍ㎡

・花崗岩の長期曲げ強度 ｆｂ＝ Ｎ ㎟

∴σｂ＜ｆｂ より、ＯＫ

このような状況は間詰石の欠損（破損）に起因する場合が多く、石垣修理時には間詰石の配置に考慮

して修復を行う必要がある。

Ｎ

図 圧縮応力の検討

図 引張応力の検討

曲げモーメント

荷重

ｍ×

４ 石垣積石の被熱による影響の検討

石石材材にに必必要要ととななるる応応力力ににつついいてて、、圧圧縮縮強強度度及及びび引引張張強強度度はは満満足足すするる。。

たただだしし、、被被熱熱にによよりり破破断断ししたた石石材材のの存存置置はは、、遺遺構構のの保保存存上上のの観観点点かからら問問題題ででああるる。。

ⅰ）高温度を経た花崗岩の強度について

花崗岩は熱に弱い性質があるが、これは、岩石内部に生じた熱膨張の差により内部応力が生まれ崩壊

するからである。花崗岩は、石英・長石・雲母からなるが、加熱された際にはこれら鉱物が異なる膨張

率で膨張するためで、主に花崗岩の ％を占める石英が ℃においてα石英からβ石英に転移し、体

積膨張による組織の緩み・ひび割れをもって場合によっては崩壊に至る。

特に留意すべき事項について、既往論文の内容を整理すると、以下のことがいえる。

①石英の温度による体積変化は、加温により573℃まで上昇するが、以降は1000℃を超えても変化しない。

（α石英がβ石英に転移後は、温度上昇に伴う体積変化がない）（図 ）

②圧縮強度は加熱により600℃前後まで減少するが、600℃以上に加熱しても強度はほとんど変化しない。常

温時の強度と比較すると、20％程度に低下する。（加熱後常温まで自然冷却の強度）（図 ）

③引張強度も圧縮強度と同様の傾向を示すが、常温時と比較すると引張強度は10～20％程度に低下する。

（同上の冷却状態による）（図 ）

④急速に冷却した場合（水道水、水温25℃）と自然冷却を比較した場合、圧縮強度においては急冷の影響を

受け常温冷却に比べ20％程度の強度低下があるが、引張強度に至っては強度低下はほぼ認められない。

（図 、 ）

図 石英の温度による体積変化

図 試験温度圧縮強度の

常温強度に対する割合（％）

図 試験温度引張強度の

常温強度に対する割合（％）

図 加熱温度と圧縮強度の変化

（冷却方法による影響）

図 加熱温度と引張強度の変化

（冷却方法による影響）

図 ・ は文献 、図 、

図 ・ は文献 より転載、

各着色部は加筆

ⅱ）被熱により強度低下した積石に生じる応力の検討

健全な状態で復元建物を載荷した際に生じる応力については、前項の通りであるが、花崗岩の被熱に

よる強度低下を考慮した場合、参考文献より圧縮強度は常温時の ％に低下し、 ㎟× ％＝

㎟、引張強度は常温時の ％～ ％に低下し、 ㎟× ％＝ ㎟となる。検討に当たってはさら

に安全率 を考慮した。

①圧縮強度

石に生じる圧縮応力度は、第 項で検討した値であり、σｃ＝ ㎟

被熱した花崗岩の長期圧縮強度ｆｃ´＝ Ｎ ㎟× （安全率）＝ ㎟

∴σｃ＜ｆｃ´ である。

②引張強度

引張強度は同じく第 項で検討した値であり、σｂ＝ Ｎ ㎟

被熱した花崗岩の長期曲げ強度ｆｂ´＝ Ｎ ㎟× ＝ ㎟

∴σｂ＜ｆｂ´ である。

以上のように、被熱した石材の場合、安全率を見込んだ上であっても、圧縮および引張強度におい

て必要な強度を保っていることとなるが、実際には参考文献による実験が示すように、 ℃の熱

が内部にまで到達した花崗岩は熱膨張によりほとんど破断した状態となる。上記の検討は、強度が

最も低下した状態＝石材が破断した状態の検討であり、破断まで到達していない石材については検

討した長期の圧縮・曲げ強度以上の性能を保有している可能性が高いといえる。ただし、現状では

破断した積石が散見され、石垣全体に変形を生じさせる原因となることから、そのまま放置してお

くことは遺構保存の観点から問題である。

＜参考文献＞

外尾善次郎、高橋啓行『高温度における岩石の強度に関する研究』（日本鉱業会誌、 、 、 年）

山口梅太郎、宮崎道夫『熱による岩石の強度の変化あるいは破壊について』（日本鉱業会誌、 、 、 年）

今井忠男等、『加熱破壊による花崗岩の機械的劣化と動 静ヤング率比の変化』（応用地質、第 巻、第 号、 、 年）

酒井昇『一軸圧縮下における加熱岩石の力学的挙動』（応用地質、第 巻、第 号、 、 年）

『熱環境下の地下岩盤施設の開発を目指して 熱物性と解析 』（土木学会編、丸善、 年 月）

５ 石垣の修理方針について

下図は石垣の被熱状況を示したものであり、被熱した石材は櫓門 階の通路側に集中している。全面

的に表面的な被熱を受けている積石のほか、解体前のため確定できていないが破断している石材が見ら

れる。（図 、図 ）

補修に当っては、以下の手順で実施する。

①石垣を解体し、積石を周辺石材の拘束から解放した上で、個々にエコーチップを用いて圧縮強度推

定調査を行う。

②石材について目視および打診調査を実施し、被熱による破損程度により石材ごと・破損部位を分類

する。

ａ）既に破断しているもの

ｂ）破断していないが、大きく亀裂を生じているもの

ｃ）亀裂を伴うが、亀裂の深さが表面に留まるもの

ｄ）表層にかぎり玉葱状の剥離を生じているもの

これらは、①で行う強度調査と比較しながら補修方針を確定させる判断材料とする。

③破損程度に応じた補修を行う

・ 破断しているものは、石材の一体化を図るため、内部に全ねじステンレス数条を挿入し、エポ

キシ樹脂で接合を図る。また、エポキシ樹脂接着面は、紫外線劣化対策として無機系の被覆層

（セメント・花崗岩石粉を混和した擬石ペースト等の使用を検討）で覆う。

・ 玉葱状の剥離個所、亀裂の大小に応じてピン補強の有無を検討し、上記に準じた補修方法を実

施する。

④間詰石の配置に配慮しながら、当初の測量データにもとづき積直し修理を実施する。

○Ａ

○Ｂ

図 桜御門西側石垣（Ａ面）破損範囲・解体修理範囲図

図 桜御門東側石垣（Ｂ面）破損範囲・解体修理範囲図

桜御門石垣キープラン
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議議案案    号号  

  

 

  文化財的価値の有無の諮問について 

 

 高松市教育委員会から高松市文化財保護審議会に高松城桜御門について高松市指定同等

以上の文化財的価値の有無について諮問するものです。 

 

諮問文 

 

高文財第      号   

平成２８年 ２月２５日   

 

高松市文化財保護審議会 殿 

 

高松市教育委員会      

 

文化財的価値の有無ついて（諮問） 

 

 次の文化財の高松市指定文化財同等以上の文化財的価値の有無について、高松市文化財

保護審議会の意見を求めます。 

文化財名 所在地 所有者 

高松城桜御門 高松市玉藻町９６番 高松市 

 

（提案理由） 

 上記文化財について、高松市指定文化財同等以上の文化財的価値があったことを認めよ

うとするものであり、高松市文化財保護審議会に諮問するものです。 

資料 １ 

(
)

(
)

1.1 11 

1.2 12 

1.3 13 

7

1
14 

16 

20 

21 

303mm

.

(
)

(
)

図２－ 79� 高松市文化財保護審議会資料①

第６節　高松市文化財保護審議会

の審議

　建築基準法の適用除外を受けるた

めの措置として、高松市文化財保護

審議会に文化財的価値の有無につい

て諮問を行った。その際に提示した

資料を以下に示す。　　
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